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表
見
支
配
人
と
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
法
理

商
法
第
四
十
二
条
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
形
式
的
に
は
そ
の
商
法
上
に
占
め
る
地
位
殊
に
レ
ヒ
ッ

νャ
イ
シ
の
効
力
を
定
め
た
諸
規

定
と
の
関
係
及
び
そ
の
有
す
る
意
義
の
探
究
と
共
に
、
実
質
的
に
は
本
条
が
表
見
支
配
人
に
関
す
る
諸
問
題
解
決
の
た
め
そ
の
出
現
を
要

請
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
殊
に
判
例
と
の
関
係
の
考
察
が
必
要
で
あ
り
、

又
レ
ヒ
ツ

ν
ャ
イ
シ
法
理
の
立
場
か
ら
は
右
の
法
理
の
華
々
し

く
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
ド
イ
ツ
商
法
に
於
け
る
表
見
支
配
人
の
取
扱
ひ
も
併
せ
て
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
。

商
法
第
四
十
二
条
の
地
位

支
配
権
は
法
定
の
範
囲
を
有
す
る
の
で
パ
商
コ
一
八
条
一
項
)
第
三
者
は
単
に
相
手
が
支
配
人
で

(1) 

レヒツシャイン法理より見Tこ商法第四十こ条論

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
そ
の
代
理
権
の
範
囲
を
確
知
し
得
て
安
ん
じ
て
之
と
取
引
し
得
る
。
併
し
、
支
配
人
か
否
か
は
そ

の
笑
一
質
に
よ
っ
て
決
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
は
な
い
。
従
っ
て
、
支
配
人
の
実
質
の
な
い
以
上
、

た
と
ひ
支
居
長
等

の
名
称
を
用
ひ
て
ゐ
て
も
支
配
人
で
は
な
い
。

(
画
一
的
)

で
ふ
め
る
た
め
ハ
商
一
ニ
八
条
三

併
し
乍
ら
、

支
配
権
が
対
外
的
に
不
可
制
限
的

項
)
、
之
を
回
避
し
て
故
ら
に
支
配
人
と
し
な
い
場
合
が
あ
り
、
又
支
配
人
で
も
な
い
の
に
支
社
長
・
支
百
長
と
言
っ
た
や
う
な
名
称
を
用

ひ
る
こ
と
が
従
来
少
な
く
な
か
っ
た
。

か
か
る
場
合
、
従
来
判
例
は
民
法
の
表
見
代
理
規
定
の
適
用
乃
至
準
用
に
よ
っ
て
解
決
し
て
き

た
。
併
し
、
民
法
上
の
代
理
権
の
範
囲
は
取
引
に
於
い
て
個
別
的
に
具
体
的
に
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
代
理
権
存
在
へ
の

信
頼
が
保
護
さ
れ
る
や
う
な
代
理
の
外
観
の
判
断
も
個
別
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
量
迅
速
に
反
覆
さ
れ
る
商
取
引
の
要
求
に
も
応

じ
得
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
、

か
か
る
場
合
、
取
引
通
念
に
よ
れ
ば
支
配
権
が
存
在
す
る
と
い
ふ
外
観
を
伴
な
ふ
一
定
の
外
部
的

事
実
へ
の
信
頼
の
保
一
読
さ
れ
る
こ
と
が
取
引
者
か
ら
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
商
法
は
こ
の
や
う
な
場
合
に
善
意
の
第
三
者
を
保
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護
す
る
た
め
、
本
自
又
は
支
屈
の
主
任
者
た
る
こ
と
を
示
す
や
う
な
名
称
を
附
し
た
伎
用
人
に
つ
い
て
は
、
裁
判
上
の
行
為
を
除
ぎ
、
支



説

配
人
と
同
一
の
権
限
あ
る
も
の
と
擬
制
し
て
い
る
(
商
回
二
条
)
。

従
っ
て
、

そ
の
者
は
支
配
人
と
な
る
の
で
は
な
い
が
、
相
手
方
が
そ
¢

- 58-

者
を
支
配
人
と
信
じ
て
取
引
し
た
場
合
に
限
り
、
即
ち
、
悪
意
で
な
い
限
り
、
営
業
主
は
相
手
方
に
対
し
、
支
配
人
が
な
し
た
行
為
と
同

4 

H脂

様
に
、

そ
の
法
律
行
為
の
効
果
が
自
己
に
つ
い
て
生
ず
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
之
が
所
謂
表
見
支
配
人
制
度
で
、
商
業
代
理
に
於
け

る
表
見
代
理
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
。
所
で
、
本
条
が
名
板
貸
に
よ
る
責
任
・
自
称
社
員
や
擬
似
発
起
人
の
責
任
負
担
・
表
見
代
表
取
締

役
の
行
為
に
基
づ
く
会
社
の
責
任
等
に
関
す
る
諸
規
定
(
商
一
一
一
ニ
条
・
八
一
一
一
条
・
一
九
八
条
・
一
一
六
ご
条
)
と
並
ん
で
外
観
保
護
の
趣
旨
に
基
づ

く
規
定
で
あ
る
と
い
ふ
そ
の
地
位
は
一
般
に
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
支
配
人
に
関
す
る
諸
規
定
殊
に
商
法
第
三
十
入
条
及
び
商
業
登
記
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
何
等
考
察
が
な
さ
れ
て
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
先
づ
之
が
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

(2) 

支
配
権
が
な
い
者
に
支
配
人
た
る
法
的
信
湿
性
あ
る
外
観
が
存
在
し
、
営
業
主
に
よ
っ
て
少
な
く
も
そ
れ
に
原
因
が
与
へ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
場
合
に

そ
の
者
一
り
行
為
従
つ
て

そ
の
外
観
を
信
頼
し
て
取
引
し
た
者
と
の
関
係
に
於
い
て
そ
の
者
が
支
配
人
で
あ
っ
た

と
し
た
場
合
と
同
様
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、

そ
の
者
を
広
い
意
味
で
表
見
支
配
人
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
の
表
見

支
配
人
は
商
法
第
四
十
二
条
の
ぞ
う
な
所
謂
表
見
支
配
人
の
場
合
の
他
に
、
支
配
人
登
記
に
関
連
し
て
も
生
じ
得
る
。
真
実
が
な
く
て
登

記
の
外
観
の
み
が
存
在
す
る
場
合
、
例
へ
ば
支
配
人
で
な
い
者
を
支
配
人
と
し
て
登
記
し
た
と
き
や
、

登
記
し
た
支
配
人
の
解
任
を
登
記

し
な
い
で
あ
る
と
き
、
或
は
支
配
人
の
選
任
を
未
登
記
の
俸
に
し
て
置
き
後
に
解
任
し
た
際
之
を
登
記
し
な
い
場
合
等
が
そ
う
で
あ
る
。

第
一
及
び
第
二
の
場
合
の
効
果
は
夫
々
商
法
第
十
四
条
・
第
十
二
条
に
基
づ
く
も
の
で
、
換
言
す
れ
ば
支
配
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
商
業

登
記
の
外
観
、
即
ち
登
記
の
レ
ヒ
ツ

vv
ャ
イ
ン
の
効
力
で
あ
る
。
併
し
、
第
三
の
場
合
は
民
法
第
百
十
二
条
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
又
、

そ
れ
は
登
記
以
外
の
レ
ヒ
ッ

νャ

商
法
第
四
十
二
条
の
や
う
な
所
謂
表
見
交
配
人
の
場
合
は
、

従
来
は
民
法
第
百
十
条
を
根
拠
と
す
る
。

イ
シ
即
ち
云
は
ば
行
為
の
レ
ヒ
ブ
ジ
ャ
イ
シ
の
効
力
で
、
表
見
支
配
人
た
る
効
果
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
広
汎
迅
速
と
云
ふ
商
取



引
の
要
求
は
、
法
技
術
的
な
公
示
形
式
で
あ
る
所
の
支
配
人
登
記
の
外
観
の
み
な
ら
ず
、
登
記
を
離
れ
て
簡
便
に
取
引
し
得
る
や
う
な
云

は
ほ
技
工
を
加
え
な
い
自
然
的
で
あ
る
所
の
支
配
人
の
外
観
へ
の
信
頼
を
保
護
さ
せ
る
に
至
る
。
併
し
乍
ら
、
大
量
に
反
覆
さ
れ
る
商
取

引
の
円
滑
と
安
全
と
を
保
障
す
る
た
め
に
は

こ
の
外
観
に
登
記
の
場
合
程
で
な
い
に
し
て
も
そ
の
明
確
性
・
客
観
的
信
恵
性
に
於
て
勝

か
く
し
て
本
百
又
は
支
屈
の
営
業
の
主
任
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
や
う
な
名
称
を
有
す
る
商
業
使
用
人
と
い
ふ

具
体
的
外
観
が
商
法
第
四
十
二
条
に
於
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
商
法
第
四
十
二
条
は
広
義
の
表
見
支
配
人
の
観
点
に
立

る
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。

っ
と
き
、
行
為
の
レ
ヒ
ツ

vv
ャ
イ
シ
の
効
力
に
よ
・
っ
て
支
配
人
た
る
効
力
を
認
め
ら
れ
る
事
例
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

登
記
に
全
く
無
関
係

の
場
合
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。

レヒツシャイン法理より見fこ商法第四十二条論

(3) 

所
で
代
理
関
係
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
不
可
制
限
性
を
定
め
た
商
法
第
三
十
人
条
第
三
項
は
、
代
理
権
の
存

在
を
信
頼
し
た
第
三
者
に
対
す
る
限
り
で
代
理
権
の
制
限
さ
れ
た
範
囲
の
超
越
を
有
効
と
認
め
て
ゐ
る
民
法
第
百
十
条
と
同
一
の
機
能
を

代
理
制
度
に
於
て
果
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
営
業
主
の
側
か
ら
云
ふ
な
ら
ば
支
配
人
と
云
ふ
商
業
代
理
人
の
超
権
行
為
に
つ
き
商
法
第
三
十

入
条
第
三
項
に
基
い
て
責
任
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
、
営
業
主
が
支
配
人
に
実
際
に
与
へ
た
代
理
権
の
範
囲
が
、
支
配

権
の
そ
れ
よ
り
狭
い
場
合
に
、
片
や
商
法
第
三
十
八
条
第
三
項
は
支
配
権
と
云
ふ
商
業
代
理
権
の
範
囲
の
縮
少
を
消
極
的
に
阻
止
し
て
居

り
、
片
や
民
法
第
百
十
条
は
代
理
権
を
積
極
的
に
拡
大
し
て
ゐ
る
と
い
う
形
式
的
相
違
は
あ
る
が
、
共
に
菩
怠
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係

で
は
代
理
権
の
実
質
的
内
容
を
拡
張
し
て
ゐ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
効
果
は
両
条
と
も
行
為
の
レ
ヒ
ツ
U
V

ヤ
イ

γ
に
基
く
も
の

で
あ
る
Q

そ
の
法
理
的
根
拠
は
何
れ
も
代
理
権
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
の
保
護
に
あ
る
が
、

一
は
商
業
代
理
権
の
抽
象
的
定
型
的
な
包

括
性
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
が
対
象
で
あ
り
、
他
は
当
該
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
正
当
な
理
由
の
存
在
、
即
ち
一
、
個
別
的
・
具
体
的

- 59一

な
代
理
権
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
や
う
な
生
活
関
係
の
差
異
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
支
配
権
乃
至
支



鋭

配
権
類
似
の
商
業
代
理
機
の
苔
志
の
部
コ
一
者
に
対
す
る
効
力
は
殆
ど
右
の
二
箇
条
・
即
ち
、
商
法
第
三
十
八
条
第
三
項
と
民
法
第
百
十
条

と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
℃
き
て
ゐ
た
。
出
で
、

そ
の
権
限
が
た
と
ひ
実
質
的
に
は
支
配
権
と
同
一
で
あ
っ
て
も
支
配
人
で
な
い
代
理
人
の

- 60ー

論

場
合
、
営
業
主
の
之
に
加
へ
た
制
限
を
起
へ
た
代
理
行
為
の
相
手
方
の
保
護
は
、
商
法
第
三
十
入
条
第
三
項
が
適
用
さ
れ
な
い
。

さ
れ
ば

と
て
、
民
法
第
百
十
条
に
拠
る
と
き
は
、
前
述
し
た
や
う
に
、
代
理
権
に
つ
き
疑
の
あ
る
代
理
行
為
に
つ
を
、
個
別
的
に
そ
の
存
在
を
信

ず
る
に
足
る
正
当
事
由
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
を
相
手
方
に
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
商
取
引
の
要
求
に
も
、

又
実
際
に
も
過
し
な
い
。

そ
こ
に
於
て
、
商
法
第
四
十
二
条
が
山
一
抗
し
た
。

か
く
し
て
、

商
業
代
理
の
基
礎
に
様
た
は
る
企
業
的
活
動
に
由
来
す
る
所
の
信
頼
を
保

護
せ
ん
と
意
図
す
る
商
法
第
四
十
二
条
が
、
民
法
の
表
見
代
理
規
定
に
代
っ
て
支
配
権
類
似
の
商
業
代
理
権
の
拡
張
の
役
割
を
果
す
こ
と

と
な
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
{
ツ
て
、

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
代
理
権
の
外
観
は
代
理
人
の
個
々
の
具
体
的
行
為
に
で
は
な
く
て

「
営
業

の
主
任
者
た
る
こ
と
を
示
す
べ
き
名
称
」
を
用
い
て
ゐ
る
代
政
人
と
い
ふ
定
型
的
な
状
態
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
取

引
通
念
に
よ
っ
て
一
般
に
ぷ
認
さ
れ
た
商
慣
習
上
の
個
別
的
な
レ
ヒ
ッ

νャ
イ
シ
と
い
ふ
観
念
か
ら
発
展
し
て
、
蕊
に
法
律
に
よ
っ
て
承

認
さ
れ
た
成
法
上
の
定
型
的
な
レ
ヒ
ッ

νャ
イ
シ
と
い
ふ
観
念
が
商
法
第
四
十
二
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
-
れ
た
訳
で
あ
り
、

そ
れ
が
取
引
の

迅
速
簡
易
化
に
資
す
る
と
共
に
え

ω
安
全
を
よ
り
強
く
保
障
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

商
法
第
四
十
二
条
の
沿
草

商
法
第
四
十
二
条
が
外
観
を
信
頼
し
た
者
を
保
護
し
取
引
の
安
全
を
求
め
る
企
業
的
活
動
の
要
請

又
立
法
関
係
者
や
学
者
或
は
法
律
実
務
家
に
よ
っ
て
専
ら
法

理
論
乃
至
立
法
趣
旨
の
見
地
か
ち
本
条
(
改
正
要
綱
乃
至
法
案
を
含
め
て
〉
が
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
今
弦
に
改
め
て
述
べ
る
必
要
を

か
ら
生
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
所
で
も
あ
り
、

見
な
い
。
併
し
、
本
条
の
出
現
を
実
質
的
に
裏
づ
け
て
ゐ
る
判
例
に
つ
い
て
は
、

そ
の
考
察
が
個
別
的
で
あ
っ
て
未
だ
統
一
的
に
な
さ
れ

て
ゐ
な
い
恨
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
表
見
支
配
人
の
問
題
の
解
決
に
つ
き
判
例
の
と
っ
た
発
展
的
態
度
を
考
察
し
ゃ
う
と
思
ふ
。
蓋
し



表
見
支
配
人
に
関
す
る
問
題
の
解
決
が
法
解
釈
上
い
か
に
な
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
判
例
の
変
遷
の
跡
を
辿
る
と
き
、

そ
こ
に
商
法
第

四
十
二
条
の
実
際
的
な
必
要
性
と
法
解
釈
の
視
点
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
表
見
支
配
人
の
具
体
的
問
題
日
商
法
第

四
十
二
条
制
定
以
前
は
判
例
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
こ
と
は
論
を
侠
た
な
い
所
で
あ
る
。
そ
の
際
判
例
の
法
解
釈
の
態
度
、
更
に
は
そ
の
理

論
的
立
場
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
而
し
て
又
、
表
見
支
配
人
の
無
権
限
な
代
理
行
為
に
信
頼
し
て
之
と
取
引
し
た
第
三
者
の
保
護

の
根
拠
は
常
に
民
法
の
表
見
代
理
規
定
に
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
Q

レヒツ νャイン法理より見fこ商法第四十二条論

表
見
支
配
人
に
関
す
る
最
初
の
判
例
は
銀
行
支
庖
長
が
会
社
代
表
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
手
形
一
表
者
の
権
限
を
否
定
し
た
明
治
三
十

四
年
の
下
級
審
の
判
例
で
あ
る
。
反
対
に
之
を
肯
定
し
た
最
初
の
も
の
は
同
じ
下
級
審
判
例
で
明
治
三
十
九
年
に
現
は
れ
、
解
任
の
未
登

記
な
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
。
大
審
院
は
明
治
四
十
年
に
銀
行
支
防
長
が
数
年
間
該
支
円
に
支
配
人
の
如
く
会
社
を
代
理
し
て
き
た
事
実

に
基
き
手
形
振
出
の
権
限
を
肯
定
し
た
。
其
後
商
法
第
四
十
二
条
制
定
ま
で
典
型
的
表
見
支
配
人
に
当
る
事
例
と
思
ば
れ
る
判
例
は
謹
く

善
意
保
護
の
理
由
を
取
引
慣
習
と
か
取
引
界
の
実
験
法
則
若
く
は
実
情
と
か
に
置
い
て
ゐ
る
。
之
は
当
該
慣
習
或
は
実
情
等
い
ふ
認
定
如

何
に
よ
り
兵
な
り
得
る
や
う
な
も
の
を
、
民
法
第
百
十
条
の
正
当
な
理
由
と
し
て
ゐ
る
。
抑
々
同
条
の
「
権
限
ア
リ
ノ
ト
信
ズ
ベ
キ
正
当
ノ

理
由
」
と
い
ふ
抽
象
的
表
現
は
少
な
く
と
も
表
見
支
配
人
の
権
限
が
問
題
と
な
る
や
う
な
事
例
を
規
律
す
る
場
合
に
適
切
で
は
な
い
。
蓋

し

こ
の
場
合
代
理
権
の
存
否
を
見
定
め
る
規
準
が
抽
象
的
な
こ
と
は
取
引
の
実
際
に
方
り
そ
の
取
引
者
を
し
て
個
別
的
に
そ
の
詐
究
を

さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
は
取
引
規
模
の
増
大
に
伴
い
益
々
繁
哉
の
度
合
が
甚
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
商
取
引
に
内
在
す
る

定
型
化
の
需
要
に
従
つ
て
当
然
取
引
の
実
際
的
便
宜
に
応
じ
た
所
の
正
当
事
由
の
内
容
が
具
体
的
且
定
型
的
に
醸
成
さ
れ
、

そ
の
法
的
承
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認
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
判
例
が
取
引
慣
習
乃
至
取
引
の
実
情
を
採
り
上
げ
た
こ
と
は
、
正
に
之
に
法
的
承
認
を
与
へ
た
こ
と
を
な
味

し
、
そ
れ
は
取
引
慣
習
の
慣
習
法
化
で
あ
る
と
云
ひ
得
ゃ
う
。
大
審
院
が
前
述
の
判
例
以
後
に
於
で
認
め
た
表
見
支
配
人
に
関
す
る
取
引



説

慣
習
の
殆
ど
は
、
銀
行
支
出
向
長
の
子
形
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
権
限
を
否
定
し
て
ゐ
る
の
は
一
も
な
い
。
明
治
四
十
年
の

大
審
院
判
例
に
少
し
遅
れ
て
銀
行
点
目
次
長
又
は
支
匝
長
代
理
の
表
見
代
理
に
関
す
る
下
級
審
判
例
が
現
は
れ
初
め
、

大
正
末
期
か
ら
昭

一回一

論

和
初
期
に
か
け
て
比
較
的
多
い
が
、

そ
の
時
期
は
支
居
長
の
表
見
代
理
に
関
し
て
判
例
が
略
確
定
し
た
頃
に
当
る
か
ら
と
解
さ
れ
る
。
之

等
の
下
級
審
判
例
は
一
貫
し
て
手
形
行
為
に
関
し
て
銀
行
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
の
取
引
慣
習
の
存
在
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
商

法
第
四
十
二
条
制
定
後
の
判
例
と
見
な
っ
て
そ
の
際
支
百
長
の
存
在
が
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
大
正
中
期
に
大
審
院
は
会
社
の
ふ
り
〈
自
主

任
又
は
銀
行
支
府
出
張
所
主
任
等
は
会
社
又
は
銀
行
を
代
理
す
る
権
限
な
し
と
し
た
が
、
両
者
は
そ
の
理
由
を
呉
に
し
、

種
類
が
異
な
る
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

又
そ
の
搾
限
の

以
上
か
ら
明
か
な
や
う
に
、

大
審
院
は
、
支
盾
長
が
取
締
役
若
く
は
支
配
人
で
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
支
屈
の
一
切
の
行
務
を
整

理
し
、
特
別
の
事
情
な
き
限
り
該
支
屈
の
営
業
に
関
す
る
行
為
に
関
し
銀
行
を
代
理
す
る
権
限
を
与
へ
ら
れ
之
を
な
す
も
の
と
認
め
る
態

そ
の
理
由
と
す
る
所
は
、
数
年
間
行
務
を
処
理
し
手
形
振
出
に
つ
き
銀
行
を
代
表

度
を
確
定
し
た
も
の
と
見
る
事
が
で
き
る
。
市
し
て
、

し
て
来
た
事
笑
ぞ
実
験
法
則
等
で
あ
る
。

そ
れ
は
取
引
慣
習
や
実
験
法
則
に
よ
れ
ば
、
大
多
数
の
場
合
に
於
て
か
か
る
権
限
が
成
立
し
得

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

人
は
之
に
信
頼
し
得
る
と
い
ふ
考
へ
方
が
判
例
の
根
底
に
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
今
の
表

見
代
理
の
理
論
か
ら
観
察
す
る
と
判
例
は
レ
ヒ
ツ

νャ
イ
ン
法
理
の
立
場
に
拠
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
営
業
主
が
支
町
長
と
い
ふ

名
称
を
佼
同
人
に
与
へ
た
場
合
、
使
用
人
が
こ
の
営
業
主
の
支
届
長
と
い
ふ
名
称
を
以
て
そ
の
権
限
外
の
行
為
を
な
し
た
と
き
、

そ
こ
に

支
配
権
の
外
観
が
成
立
し
、

而
し
て
支
出
い
一
長
と
取
引
す
る
第
三
者
が
そ
れ
を
信
頼
す
る
の
は
取
引
慣
習
上
尤
も
だ
と
一
般
に
思
は
れ
る
も

の
で
あ
る
が
故
に
、
第
三
者
の
誇
怠
は
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
訳
で
あ
る
。
即
ち
、
善
意
者
の
保
護
は
支
配
権
の
レ
ヒ
ツ

V
ャ

イ
シ
に
基
く
も
の
な
の
で
あ
る
c

か
く
て
、
商
取
引
の
必
要
は
、
支
配
人
と
こ
そ
称
さ
な
い
が
、
支
匝
長
等
と
い
ふ
支
配
人
と
同
様
の
権



限
を
有
す
る
商
業
使
用
人
を
生
ぜ
し
め
、
そ
れ
が
判
例
上
慣
習
法
と
認
め
ら
れ
、
結
局
商
法
第
四
十
二
条
と
し
て
法
制
化
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
取
引
安
全
の
要
求
と
商
業
代
理
権
の
不
可
制
限
性
の
特
質
は
、
信
頼
関
係
を
基
底
と
し
て
、
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
こ
の

法
条
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
本
条
の
解
釈
も
亦
そ
の
制
定
前
に
於
け
る
判
例
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
レ

ヒ
ッ

νャ
イ

γ
法
理
に
拠
る
こ
と
を
妥
当
と
考
へ
る
。ド

イ
ツ
商
法
に
於
て
も
商
業
代
理
権
に
は
先
ず
民
法
の
代
理
の
根
本
観
念
が
適
用
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
前
述
し
た
表
見
代
理
に
於
け
る
善
意
保
護
の
理
論
は
こ
こ
に
も
妥
当
す
る
。
所
で
ド
イ
ツ
商
法
上
に
我
が
国
に
於
け
る
所

ド
イ
ツ
商
法
に
於
け
る
表
見
支
配
人

謂
表
見
支
配
人
に
該
当
す
る
事
例
は
存
在
し
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
正
確
に
で
は
な
い
が
、
独
商
法
第
五
十
四
条
に
於
て
商
業
代
既
人

レヒツシャイン法理より見た商法第四十二条論

が
特
別
な
代
理
権
授
与
を
要
す
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
あ
る
行
為

(
H
G
B
五
十
四
条
二
項
)
を
代
理
権
の
授
与
な
く
し
て
行
な
っ
た
坊
合
に

生
じ
得
る
と
考
へ
る
。
蓋
し
、
そ
の
場
合
は
一
般
に
表
見
代
理

(ωnv巳
ロ
さ
ロ

5
2
Z
)
の
事
例
と
し
て
扱
は
れ
る
訳
で
、
善
意
の
第
三
者
に

対
す
る
関
係
で
は
そ
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
の
代
狸
は
効
力
を
生
ず
る
。
即
ち
、
営
業
主
が
、
手
形
債
務
、
消
費
貸
借
の
借
入
、

訴
訟
を

な
す
こ
と
の
効
果
が
白
己
に
つ
い
て
生
ず
る
こ
と
を
否
定
し
件
な
い
こ
と
は
、
支
配
人
が
な
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
布

の
特
別
な
授
権
は
明
示
的
で
な
さ
れ
る
を
要
せ
ず
暗
黙
的
に
も
生
じ
得
る
。
而
し
て
こ
の
暗
歎
的
に
或
は
か
か
る
行
為
の
忍
容
に
よ
っ
て

ハ
日
J
V

授
権
さ
れ
た
代
理
権
は
一
般
に
暗
歎
的
代
理
権
(
盟
告
白
島
巧
巳
mmロ
号
円
〈
。

--SRF丹
)
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
之
は
次
の
や
う
な
考
え
方
が

根
拠
と
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
或
る
人
が
第
三
者
に
対
し
て
代
理
人
と
し
て
現
は
れ
且
誠
実
な
取
引
に
於
て
は
授
権
行
為
と
し
て
の
み
鮮

さ
れ
る
や
う
な
仕
方
で
本
人
が
之
を
放
置
せ
る
と
き
は
、
暗
黙
的
に
代
理
権
の
授
与
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
説
・
判
例
が
代
到
権

欠
般
に
基
く
危
険
を
避
け
る
た
め
有
効
な
代
理
権
授
与
の
要
件
の
緩
和
に
向
っ
て
以
前
か
ら
努
力
し
て
き
て
ゐ
る
が
、
暗
歎
的
代
皿
機
授

之
は
正
に
前
述
し
た
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
思
想
が
そ
の
根
底
に
な
っ
て
ゐ
る
と
見
得
る
。
而
し
て
、
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与
の
承
認
も
そ
の
現
は
れ
で
あ
っ
て
、



説

暗
黙
的
投
権
に
関
す
る
限
り
怠
思
表
示
論
と
レ
ヒ
ツ
日
V

ャ
イ
ン
理
論
は
そ
の
要
件
に
つ
き
甚
だ
し
い
解
釈
上
の
去
を
生
じ
て
ゐ
な
い
。
見

論

な
の
は
意
思
表
示
で
は
な
く
事
実
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ

V
ャ
イ
シ
が
重
要
で
あ
り
、

-64一

方
に
よ
っ
て
は
前
者
が
後
者
に
歩
み
寄
っ
た
と
云
へ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
即
ち
、
前
者
の
立
場
で
も
代
理
権
の
投
与
を
生
ず
る
に
つ
を
重
要

そ
の
成
立
の
要
件
と
し
て
代
理

又
第
三
者
は
信
頼
す
れ
ば
可
な
り
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
等
は
そ
れ
で
あ
る
。
代
盟
権
の
外

観
発
生
の
た
め
に
は
本
人
の
態
度
(
〈
ゆ
岳
民
ぽ
ロ
)
の
み
を
以
て
は
足
ら
ず
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
又
、
代
理
人
の
代
理
意
思
は
不
要
で
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
積
板
的
な
学
説
は
本
人
の
志
思
も
不
要
と
す
る
。
而
し
て
従
来
区
別
の
暖
昧
で
あ
っ
た

ω各
包
ロ
〈
。

-
-
B
R
Z
と
印
江
口
氏
F
d司
・

人
に
つ
注
意
思
の
欠
献
な
き
こ
と
を
要
せ
ず
、

巴
moロ
弘
司
〈
。

--HHHRZ
と
が
忍
容
と
い
ふ
概
念
の
分
析
の
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

そ
の
思
考
過
程
は
撰
り
抜
か
れ
た
典
型
的
判
例
に
最
も
よ
く
見
出
し
得
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
ω

こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、

ド
イ
ツ
商
法
典
及
び
ド
イ
ツ
民
法
典
の
制
定
以
前
に
於
け
る
判
例
は
暗
黙
的
代
理
権
投
与
は
何
時
で
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ

と
か
ら
吏
に
進
ん
で
代
理
人
の
行
勤
は
営
業
主
の
面
前
で
一
般
に
な
さ
れ
る
を
以
て
充
分
と
し
て
ゐ
た
。
所
が
右
二
法
典
は
判
例
が
依
然

そ
の
要
件
と
し
て
固
執
し
て
ゐ
た
法
律
行
為
に
よ
る
授
権
と
い
ふ
考
へ
に
代
ふ
る
に
法
の
推
定
に
よ
る
そ
れ
を
以
て
し
、

を
法
律
上
の
意
味
の
商
人
に
限
守
ん
し
て
ゐ
た
の
を
揃
棄
し
た
。

又
判
例
が
本
人

一
方
判
例
が
法
律
行
為
に
よ
る
授
権
と
い
ふ
要
求
を
取
止
め
商
人
が
使
用

人
の
行
動
を
白
己
の
た
め
忍
容
す
る
(
門
Z
E
g
)
こ
と
で
吋
と
し
、
又
こ
れ
を
商
取
引
以
外
の
表
見
代
理
に
ま
で
拡
張
し
た
の
は
法
典
制

定
の
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
忍
容
が
代
理
授
与
の
外
見
を
呈
す
る
な
ら
、
代
理
人
と
取
引
し
た
第
三
者
は
外
観
と
一
致
す
る
代
理
権
の
段
与

の
あ
っ
た
こ
と
を
推
断
し
代
理
権
を
当
て
に
し
得
る
訳
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
忍
容
に
よ
る
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ

νャ
イ

γ
が
存
私
し
、

そ
れ

が
法
律
行
為
に
と
っ
て
代
っ
た
と
と
に
な
る
。
所
で
、
悲
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
代
理
権
の
存
在
を
忍
容
か
ら
導
く
と
き
二

重
の
過
程
を
経
て
ゐ
る
こ
と
で
た
る
。
即
ち
、
本
人
の
態
度
を
取
引
の
相
手
方
は
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
活
動
し
た
こ
と
を
本
人
が
知



り
且
怒
容
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
場
合
に
、
相
手
方
は
そ
の
忍
容
の
外
見
辛
口

R
Z
Z
牛
耳
り
己
記
ロ
ロ
ぬ
)
に
去
さ
代
到
権

授
与
を
推
定
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
表
見
代
理
の
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
本
人
の
態
度
に
基
き
先
づ
忍
容
の
存
主
を
そ
し

て
そ
れ
か
ら
代
理
権
授
与
の
存
在
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、

忍
容
の
内
容
は
事
実
上
忍
容
し
た
こ
と
、

i!IJ 
ち

忍
容
に
よ
っ
て
取
引
上
要
求
さ
れ
る
注
意
を
無
視
し
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
取
引
上
要
求
さ
れ
る
注
意
を
用
ひ
れ
ば
代
理
人
の
行
劫
を
知

り
且
妨
げ
得
た
こ
と
(
宮
ロ
ロ
σロ
ロ
ロ
仏
〈
O
号
吉
宏
司
口
付
。
ロ

50)
で
充
分
で
あ
る
。
之
即
ち
、
相
手
方
の
前
に
現
は
れ
た
あ
る
態
度
の
芯
容
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と
い
ふ
客
観
的
外
見
(0σ

〕共同日〈
O

K
戸
ロ
由
。
宮
山
口
門
目
。
吋
ロ
ロ

E
ロ
ロ
ち
に
外
な
ら
な
い
。
判
例
は
既
に
一
九
二
七
年
に
こ
の
忍
容
の
客
観
的
外
見

と
い
ふ
一
要
件
を
採
り
乍
ら
も
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
理
由
は
明
か
に
し
て
ゐ
な
か
っ
た
が
、
最
近
の
判
例
は
之
を
明
示
し
て
い
る
。
学
v
品
は

疾
に
之
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
又
過
失
に
よ
る
忍
容
は
こ
の
際
妥
求
さ
れ
て
い
な
い
Q

客
観
的
外
見
と
し
て
の
忍
容
と
い
ふ
こ
と
は

表
見
代
理
に
よ
り
責
を
負
は
さ
れ
る
本
人
の
利
益
の
公
正
な
保
護
と
云
ひ
得
ゃ
う
。

か
や
う
な
発
展
を
経
て
き
た
現
在

ωの
}
邑
ロ
〈
。
ロ
H
H
5
0

。
伊
丹
と
丘
一

--2V君。
-moロ
仏
ゆ
円
〈
O
H
H
B
同
円
宮
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
法
理
の
学
説
中
最
も
徹
底
し
て
ワ
ェ
ル
ス

パ
ッ
ヒ
ア
の
思
想
を
現
は
し
て
ゐ
る
と
云
わ
れ
て
ゐ
る
ダ
シ
ケ
ル
マ
シ
に
よ
れ
ば
大
要
次
の
や
う
に
解
し
得
る
。

ω
n
F
o
-ロ
4
。
--BR伊
丹
は

本
人
が
代
理
人
の
行
為
を
忍
容
し
た
場
合
に
、
本
人
の
態
度
が
解
釈
原
則
に
よ
っ
て
み
て
も
授
権
の
意
思
表
示
に
当
ら
な
い
と
き
、

レ
ヒ

ツ

νャ
イ
ン
の
効
力
に
基
き
相
手
方
が
保
護
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
由
昨
日
目
nyd司
命
日
常
ロ
仏
南
〈
。

-
-
B
R
Z
は
相
手
方
が
信
義
誠
実
或
は
取

引
通
念
に
よ
り
本
人
が
代
理
人
の
態
度
を
知
り
且
忍
容
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
木
人
に
責
を
負
は
し
め
得
る
。
前
者
は
意

思
表
示
論
の
立
場
か
ら
も
同
様
の
趣
旨
が
主
張
さ
れ
.
唯
そ
の
効
力
を
レ
ヒ
ツ

νャ
イ
ン
に
求
め
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
は
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レ
ヒ

ν
ツ
ャ
イ
シ
法
理
独
自
の
所
産
で
あ
っ
て
、
之
が
ド
イ
ツ
に
於
け
る
表
見
代
理
(
右
に
述
べ
た
厳
格
な
意
味
で
の

ω
n
y
o
-
ロ
g
-
-
B
R
Z

で
は
な
く
)
理
論
の
達
し
て
ゐ
る
現
段
階
で
あ
る
と
見
得
る
。
併
し
乍
ら
、

こ
の
両
概
念
を
区
別
す
る
実
益
は
本
人
の
忍
容
が
レ
ヒ
ツ

ν



説

ヤ
イ
シ
に
対
す
る
与
因
に
な
る
か
否
か

r・
っ
き
存
す
る
の
で
あ
っ
て

理
論
の
適
用
上
は
等
し
く

ω
n
F
E
S
a・
回
忌
}
凹
n
F
4
2紅
白
丘
mw吋
)

- 66ー

〈
。
ロ

B
R
Z
で
把
握
す
れ
ば
よ
い
と
考
へ
る
。
因
み
に
、
本
人
の
忍
容
の
不
在
存
と
は
、
使
用
人
が
代
理
人
と
し
て
の
行
動
を
故
立
に

論

(mo呂
田
由
。
ロ
E
n
y
)
且
首
尾
よ
く
(
巾
広
。
-m門
戸
ゅ
の
立
隠
し
本
人
は
そ
れ
を
妨
げ
得
な
か
っ
た
場
合
、

が
な
か
っ
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

RP 
ち

何
等
の
落
度
(
〈
耳
目
n
y己
仏

g)

レ
ヒ
ツ

νャ
イ
ン
法
理
に
於
て
何
故
に
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
か
と
い
ふ
理
論
的
裏
付
け
が
ア
イ
ヒ
ラ
ア
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
一
目
。
又
、
表
見
代
理
の
場
合
に
於
け
る
本
人
の
帰
責
理
由
に
つ
い
て
は
、
既
に
ヤ
コ
ビ
に
よ
っ
て
レ
ヒ

尚
ツ
ジ
ャ
イ
ン
法
理
と
し
て
理
論
づ
け
ら
れ
て
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
自
己
の
任
意
の
行
為
に
よ
っ
て
意
識
的
乃
至
無
意
識
的

に
拘
束
へ
の
信
頼
を
喚
起
し
た
が
故
に
」
で
あ
っ
て
、
蕊
に
拘
束
へ
，
の
信
頼
喚
起
と
は
行
為
者
が
自
己
自
身
に
対
す
る
拘
束
の
規
範
た
定

立
し
た
と
の
信
頼
を
相
手
方
に
喚
起
す
乙
こ
と
で
あ
る
。
無
意
識
的
に
拘
束
へ
の
信
頼
を
喚
起
し
た
場
合
は
、
与
因
者
が
相
手
方
の
信
組

を
知
り
且
之
を
欲
し
て
喚
起
し
た
一
訳
で
は
な
い
が
、
相
手
方
の
信
頼
が
与
因
者
の
行
為
に
帰
せ
し
め
ら
る
べ
き
限
り
に
於
て
責
任
を
れ
ふ

の
で
あ
る
。

川
他
に
次
の
諸
条
が
あ
げ
ら
れ
乙
ω

商
一
四
条
・
二
六
条
・
ご
七
条
・
一
一
八
条
・
四
四
条
・
一
五
九
条
・
九
ご
条
・
九
一
二
条
・
一
八
九
条
一
一
項
・
二
一

O

条
・
ご
七
一
条
二
項
・
一
一
一
一
六
条
・
一
四
七
条
・
四
二
八
条
・
四
五
八
条
ご
項
・
五
一
二
七
条
・
五
七
八
条
・
五
九
五
条
・
七
六
六
条
・
六
三
九
条
・
七
O

O
条
二
項
・
七
一
四
条
・
七
九
冗
条
二
周
一
一
二
項
・
八
一
一
一
八
条
。

凶
司
法
省
民
事
局
・
商
法
中
改
正
法
律
案
理
白
書
(
昭
二
一
)
、
松
本
・
商
法
改
正
要
綱
解
説
(
私
法
論
文
集
続
鶴
岡
所
収
〉
、
同
・
緒
言
並
に
総
則
篇

κ

つ
い
て
ハ
前
掲
書
所
収
可
田
中
耕
・
改
正
商
法
及
有
限
会
社
法
概
説
(
昭
二
三
、
寺
沢
・
改
正
商
法
審
議
要
綱
ハ
昭
二

C
、
烏
賀
陽
等
・
商
法
改

正
案
を
評
す
(
一
ニ
四
論
叢
一
〔
法
学
論
叢
三
十
一
巻
の
略
、
以
下
同
様
式
に
よ
る
〕

2
六
・
三
六
同
=
一
)
、
西
原
・
商
法
改
正
法
案
管
見
、
花
岡
・
商
法

改
正
法
案
論
評
、
稲
脇
・
実
際
家
よ
り
見
た
る
商
法
改
正
法
律
案
、
長
岡
6

商
法
改
正
法
案
を
評
す
(
以
上
八
時
報
五
〉
、
高
窪
・
商
法
改
正
要
綱
K

反
対
す
べ
き
点
(
四
ご
新
報
一
ニ
)
、
野
津
・
商
法
改
正
要
綱
(
三
法
政
研
究
一
一
)
、
小
町
谷
・
商
法
改
正
案
に
現
は
れ
た
る
禁
反
言
の
原
則
(
八
時
報
二
一
)
。



同
⑥
大
阪
地
判
・
明
三
四
ツ
一
一
一
号
・
新
聞
四
四
号
二

O
頁。

川
町
⑨
大
阪
地
判
・
明
三
九
・
一

0
・
八
・
新
聞
四

O
四
号
一

O
頁
o

mw

③

大

判

・

明

四

0
・
六
・
一
八
・
民
録
六
七
六
頁
。

刷
後
註
刷
の
判
例
参
照
。

仰
田
中
ハ
耕
)
博
士
は
改
正
商
法
解
説
に
於
て
「
こ
の
際
民
法
表
見
代
理
の
原
則
で
支
庖
長
は
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
ゐ
る
も
の
と
し
て
銀
行

に
責
任
を
負
は
す
事
は
出
来
ぬ
訳
で
な
い
。
併
し
正
当
理
由
の
有
無
を
一
一
詮
議
す
る
の
は
面
倒
で
あ
る
」
と
表
見
支
配
人
の
規
定
制
定
の
趣
旨
を
説
明

し
て
居
ら
れ
る
。
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刷
③
大
判
・
大
一
三
・
三
・
一

0
・
民
集
一
一
ム
ハ
頁
〔
判
民
大
一
三
年
度
一
二
事
件
田
中
(
耕
)
〕
、
⑥
大
判
・
昭
二
・
一
一
・
二
了
評
論
一
七
刑
六
(
海

上
保
険
株
式
会
社
支
広
長
の
財
産
保
管
権
限
〉
、
前
註
切
・
仙
の
判
例
、
@
東
京
地
判
・
大
二
・
=
了
=
二
・
評
論
二
商
七
四
、
③
名
古
屋
地
判
・
随
一

0
・
九
・
二
=
7
新
聞
=
一
九

O
一
号
一
一
頁
、
⑨
東
京
地
休
暇
判
・
明
四
三
・
民
ワ
一

O
O
八
号
・
新
聞
六
八
四
号
二
三
頁
、
⑨
大
阪
地
判
・
大
一
一
一
一
・

五
・
ご
四
・
評
論
一
一
一
一
商
一
二
九
七
頁
(
後
の
一
一
つ
は
銀
行
営
業
部
長
の
代
理
権
限
〉
O

仙
川
⑧
大
阪
控
判
・
明
四
四
・
九
・
七
・
新
聞
七
四
二
号
二
四
頁
、
⑧
大
阪
地
判
・
大
ご
カ
一
一
一
一
一
号
・
新
聞
九
一
七
号
二
七
頁
、
⑧
東
京
地
判
・
大
一

四
・
二
・
一
七
・
新
聞
二
三
八
四
号
一
五
頁
、
⑨
東
京
地
判
・
昭
ご
・
九
・
ご
九
・
新
聞
二
七
四
八
号
八
頁
、
⑨
大
阪
地
判
・
岡
=
了
五
・
ご
一
一
・
新
聞

一
一
八
五
五
号
一
五
頁
。

同
支
活
主
任
に
つ
い
て
は
手
形
行
為
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
ふ
実
験
則
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
。
ハ
③
大
判
・
大
七
・
六
・
二
一
了
民
録
二
一

六
三
頁
〔
一
論
叢
一
竹
田
、
一
一
一
一
一
一
一
団
法
学
一
西
本
、
松
本
判
例
批
評
録
四
九
四
頁
〕
。
乙
れ
以
前
で
は
⑨
山
口
地
判
・
大
五
・
=
了
一
四
・
新
聞
一
一

二
O
号
二
六
頁
〉
。
銀
行
支
応
出
張
所
主
任
は
支
配
人
で
も
な
く
叉
特
別
の
授
権
も
な
い
乙
と
を
理
由
に
預
金
証
書
発
行
叉
は
現
金
に
非
き
る
預
り
金
受

入
に
関
す
る
権
限
な
し
と
す
る
が
、
結
論
の
是
非
は
兎
も
角
代
理
人
の
表
見
性
を
顧
慮
し
て
な
い
態
度
は
妥
当
で
な
い
。
(
⑥
大
判
・
大
二
了
ホ
・
一

六
・
刑
集
五
五
九
頁
、
②
名
古
屋
控
判
・
大
一
回
・
四
・
六
・
新
聞
二
四

O
六
号
ご

O
頁
)
。
反
対
の
判
例
も
あ
る
(
⑨
東
京
地
判
・
昭
八
・
七
・
八
・

新
報
三
五
四
号
二

O
頁
〉
。
銀
行
支
届
出
張
所
主
任
の
手
形
裏
書
の
権
限
は
否
定
さ
れ
て
い
る
ハ
⑧
広
島
控
判
・
昭
三
・
一
一
・
三
六
・
評
論
一
八
商
一

五
=
一
、
之
は
広
島
地
呉
支
判
・
昭
三
・
七
・
二
五
・
新
聞
こ
八
七
四
号
一
四
頁
の
控
訴
審
で
あ
る
〉
o

出
張
所
主
任
に
主
人
を
代
理
す
る
権
限
あ
り
と
す

る
判
例
(
⑨
大
阪
地
判
・
明
四
三
ワ
ご
五
号
・
新
聞
七
一
九
号
ご
六
頁
、
③
札
幌
地
小
樽
支
判
・
大
九
・
一
一
了
六
・
新
聞
一
也
五
九
号
一
七
頁
)
は
商
品

取
引
に
関
す
る
権
限
で
あ
る
。
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商
法
第
四
十
二
条
と
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
法
理

レヒツシャイン法理より見た商法第四十二条論

商
法
第
四
十
二
条
の
要
件

商
法
第
四
十
二
条
は
之
を
レ
ヒ
ツ

νャ
イ
シ
法
理
の
立
場
か
ら
見
る
と
次
の
や
う
に
構
成
さ
れ
て

ゐ
る
と
云
ひ
得
る
。
即
ち
、
支
配
権
が
な
い
の
に
「
本
目
又
ハ
支
応
ノ
官
業
ノ
主
任
者
タ
ル
ゴ
ト
ヲ
一
一
小
ス
ベ
キ
名
称
し
を
以
て
商
業
代
理

そ
こ
に
法
的
信
溶
性
あ
る
支
配
権
の
外
観
が
成
立
し
、

人
が
第
三
者
と
取
引
し
た
場
合
、

「
悪
意
」
で
な
い
「
相
手
方
」
即
ち

之
を
信

頼
し
た
第
三
者
に
対
し
て
、
営
業
主
は
か
か
る
「
名
称
ヲ
附

ν
タ
ル
」
に
よ
り
こ
の
外
観
成
立
に
原
闘
を
与
へ
た
こ
と
に
基
き
、
「
裁
判
上

ノ
行
為
」
を
除
き
そ
の
商
業
代
理
人
が
「
其
ノ
本
匝
又
ハ
支
屈
ノ
支
配
人
ト
同
一
ノ
権
限
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
」
さ
れ
る
不
利
益
を
廿

受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
条
の
要
件
と
し
て
は
、

第
一
に
法
的
信
溶
性
あ
る
支
配
権
の
外
観
が
存
在
す
る
こ
と
、

第
・
一
に
そ
の
外
観
を
第
三
者
が
信
頼
し
た
こ
と
、
第
三
に
営
業
中
七
一
が
こ
の
外
観
の
存
在
に
少
な
く
と
も
原
因
を
与
へ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
あ
げ
得
る
。
以
下
こ
の
要
件
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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(1) 

法
的
信
湿
性
あ
る
支
配
権
の
外
観
の
存
在

こ
の
外
観
の
成
立
に
は
支
配
権
の
授
与
を
推
断
さ
れ
る
営
業
主
の
態
度
と
表
見
支



説

配
人
た
る
商
業
代
毘
人
の
代
理
人
と
じ
て
の
行
動
と
が
必
要
で
あ
る
。
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
シ
の
成
立
に
は
従
来
ド
イ
ツ
の
学
説
に
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よ
り
表
見
代
理
の
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
所
の
本
人
の
態
度
の
み
で
は
充
分
で
な
い
。
蓋
し
、
代
理
人
の
行
動
が
な
け
れ
ば
第
三

者
は
代
到
権
の
存
在
の
推
定
の
た
め
に
本
人
の
態
度
の
み
を
採
り
上
げ
る
こ
と
は
法
律
的
に
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
表
見
代
理
人

の
代
型
人
と
し
て
の
行
動
だ
け
を
レ
ヒ
ブ
v
v
ャ
イ
シ
の
成
立
の
要
件
と
す
る
の
で
は
広
す
ぎ
る
。
何
故
な
ら
、
表
見
代
理
人
の
行
動
か
ら

こ
れ
に
対
応
し
た
本
人
の
態
度
を
推
定
し
、

そ
の
本
人
の
態
度
か
ら
代
理
人
の
行
動
へ
の
忍
容
を
、
更
に
そ
の
忍
容
か
ら
代
理
権
授
与
を

推
定
す
る
と
い
ふ
三
重
の
段
階
ム
訂
正
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
表
見
代
理
は
本
人
の
営
業
主
と
し
て
の

態
度
と
衣
見
代
理
人
の
代
理
人
と
し
て
の
行
動
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
本
人
の
営
業
主
と
し
て
の
態
度
は
、

レ
ヒ
ツ

νャ
イ
シ

を
信
頼
せ
る
取
引
者
に
対
す
る
去
任
の
根
拠
で
あ
る
も
の
で
、
後
述
す
る
事
と
す
る
。
唯
こ
こ
で
は
、
本
人
の
態
度
は
商
業
代
理
人
が
表

商
だ
け
の
代
理
人
と
し
て
行
動
守
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
い
ふ
点
で
、
最
小
限
度
に
成
立
し
て
ゐ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
止
め

whv

。
一
方
、
表
見
支
配
人
の
代
理
人
と
し
て
の
行
動
は
、
支
配
様
の
存
在
を
推
定
す
べ
き
第
三
者
が
そ
こ
に
代
理
人
の
行
動
を
認
め
得
る

程
度
で

一
定
の
方
法
に
よ
り
行
為
す
れ
ば
足
り
、
特
別
な
方
法
を
要
求
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
有
効
な
代
理
の
方
法
に
よ
り
、
即

ち
、
営
業
主
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
す
行
為
と
し
て
現
は
れ
る
を
以
て
足
る
。
換
言
す
れ
ば
、
営
業
主
の
本
目
又
は
支
屈
の
営
業
主
任

者
た
る
こ
と
を
示
す
名
称
を
以
て
行
為
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
代
理
人
が
表
見
代
理
の
際
代
理
意
思
を
持
っ
て
居
れ
ば
何
等
障
碍
な
く
彼

の
締
結
し
た
行
為
の
効
果
が
営
業
主
に
帰
す
る
が
、
代
理
人
が
代
理
意
思
を
欠
く
と
き
は
意
思
表
示
論
の
立
場
で
は
問
題
で
あ
る
。

レ
ヒ

ツ
V
V

ャ
イ
シ
法
理
の
立
場
で
は
、
代
理
意
思
の
欠
訣
が
本
人
及
び
代
理
人
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
代
理
の
レ
ヒ
ツ

V
ャ
イ
γ
の
存
在
を
他

の
も
の
に
変
へ
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
ト
伺
の
代
理
意
思
は
必
要
で
な
い
と
解
す
る
。
本
人
の
た
め
に
な
さ
れ
、

且
本
人
に
対
し
効
力
点
往
生

ず
る
去
見
代
理
の
法
的
効
果
は
保
護
に
値
す
る
取
引
の
利
低
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
本
人
の
意
思
に
基
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、



本
人
の
た
め
に
行
為
す
る
代
理
人
の
意
思
を
表
見
代
理
の
効
果
と
結
び
つ
け
て
置
く
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
思
ふ
。
代
理
意
思
を
表
見

こ
の
意
思
を
欠
け
る
と
き
は
表
見
代
理
の
効
果
は
な
い
こ
と
と
な
ら
う
。

代
理
の
効
果
の
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
と

所
で
、

本
人
の
態
度
が
前
述
し
た
や
う
に
最
小
限
度
に
成
立
し
得
る
場
合
、

そ
こ
に
は
本
人
の
営
業
主
と
い
ふ
地
位
と
代
理
人
の
支
配

権
を
授
与
さ
れ
た
者
と
い
ふ
地
位
が
推
測
さ
れ
る
や
う
な
状
態
を
官
業
主
は
認
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。

又
代
理
人
と
し

て
の
行
動
は
一
定
の
方
法
に
よ
る
行
為
を
以
て
充
分
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
代
理
人
が
営
業
主
の
た
め
に
す
る
こ
と
を

レヒツシャイン法理より見Tこ商法第四十ご条論

示
し
て
積
極
的
に
行
為
し
た
と
き
本
人
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
と
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
や
う
な
意
味
の
あ
る

本
人
の
態
度
と
代
理
人
の
行
動
に
よ
り
成
立
し
た
支
配
権
の
外
観
に
し
て
、
始
め
て
法
的
信
患
性
φ

め
る
支
配
権
の
外
一
観
と
云
ひ
得
る
。
又

か
か
る
外
観
こ
そ
取
引
関
係
に
於
て
は
一
般
通
念
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
且
正
当
な
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ

て
然
る
べ
き
も
の
ぐ
あ
り
、
信
頼
の
客
観
的
基
礎
た
り
得
る
の
で
あ
り
、

又
か
や
う
な
信
頼
で
な
け
れ
ば
保
護
に
値
し
な
い
も
の
で
あ

る
。
民
法
第
百
十
条
の
掲
げ
る
代
理
権
あ
り
と
信
*
す
べ
き
正
当
の
理
由
は
、

正
に
か
や
う
な
法
的
信
愚
性
あ
る
代
理
権
の
外
観
を
示
す
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
る
。
代
理
人
の
行
動
と
本
人
の
態
度
と
に
よ
り
こ
の
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ
vv
ャ
イ
シ
は
成
立
し
て
ゐ
る
。
之

は
他
の
表
見
代
理
の
場
合
に
も
異
な
る
所
は
な
い
。
商
法
第
四
十
二
条
は
、

な
意
味
を
具
体
的
名
称
を
通
じ
て
認
め
た
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
条
は
云
は
ば
名
称
の
レ
ヒ
ツ

V
ャ
イ

γ
を
認

こ
の
法
的
信
窓
性
あ
る
支
配
権
の
外
観
の
有
す
る
右
の
や
う

め
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
は
、
第
三
者
は
取
引
に
際
し
民
法
上
の
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
の
よ
う
に
個
別
的
に
外
観
の
客
観
的
基

礎
を
審
査
す
る
要
が
な
く
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
や
う
に
外
観
へ
の
信
頼
即
ち
、

善
意
が
民
法
に
於
け
る
よ
り
も
そ

の
内
容
が
緩
和
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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商
法
第
四
十
二
条
制
定
後
に
於
て
も
、
本
条
の
諸
要
件
に
つ
き
論
じ
た
学
説
は
見
当
ら
な
い
。
表
見
支
配
人
に
関
し
判
例
は
本
条
の
制



説

定
後
」
時
現
は
れ
て
な
い
が

こ
れ
は
本
条
に
よ
り
法
規
定
の
整
備
さ
れ
た
こ
と
よ
り
も
当
時
の
経
済
事
情
に
拠
る
も
の
と
思
ふ
。
戦
後

-72ー
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は
日
本
経
済
が
進
展
を
兄
せ
た
同
和
二
十
六
年
頃
か
ら
現
は
れ
初
め
、
最
近
二
三
年
そ
の
数
を
増
し
て
き
た
。
銀
行
支
居
長
等
の
権
限
に

関
し
て
は
従
前
の
判
例
と
結
論
は
変
ら
ず
唯
本
条
を
根
拠
と
す
る
確
認
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
に
止
ま
る
が
、
支
出
次
長
・
支
山
長
代

畑
山
等
に
関
し
て
は
「
営
業
主
任
者
」
の
解
釈
に
伴
な
ひ
支
庖
長
の
在
否
が
問
題
と
さ
れ
、
出
張
所
長
等
右
の
者
よ
り
下
位
に
あ
る
商
業
代

混
入
に
つ
い
て
は
営
業
所
性
と
の
関
述
か
ら
決
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
本
条
第
一
一
唄
の

「
本
山
又
は
支
山
」

及
ひ

「
営
業
ノ

主
任
者
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
本
山
又
は
支
応
は
営
業
所
で
φ

め
る
が
、
営
業
所
の
実
質
を
備
へ
な
い
場
合
本
日
又
は
支
日

と
称
す
る
も
商
法
上
の
本
山
又
は
支
円
で
な
い
。
従
っ
て
、
銀
行
支
百
出
張
所
・
交
通
公
社
派
出
案
内
所
・
会
社
出
張
所
・
生
命
保
険
相

互
会
社
等
は
商
法
上
の
支
同
に
該
当
し
な
い
。
判
例
も
同
様
に
解
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
、
商
法
上
の
支
屈
は
或
忍
程
度
の
独
立
的
決
定
権
を

有
し
本
町
と
分
離
し
て
も
猟
官
業
を
継
続
し
得
る
や
う
な
人
的
及
び
会
計
的
組
織
が
存
在
し
、
従
っ
て
、
そ
れ
の
み
の
営
業
譲
渡
も
可
能

で
あ
る
や
う
な
事
も
必
要
で
あ
る
ω

前
記
出
張
所
等
は
限
ち
れ
た
機
械
的
行
為
の
締
結
に
当
り
且
前
述
の
や
う
な
組
織
を
有
し
な
い
も
の

と
認
め
ら
一
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
命
保
険
相
互
会
社
の
支
社
・
支
部
は
保
険
募
集
事
務
を
取
扱
ひ
保
険
契
約
締
結
に
つ
き
独
立
的
決
定
権

を
布
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
故
、
支
自
で
は
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
ο

こ
の
こ
と
は
本
条
適
同
の
範
囲
を
狭
め
本
条
制
定
の
趣
旨
に
反
す

る
々
う
だ
が
、
本
条
の
狙
ひ
は
実
一
以
の
あ
る
営
業
所
の
営
業
主
任
者
た
る
こ
と
を
一
不
す
名
称
を
有
す
る
商
業
使
用
人
の
あ
る
場
合
に
於
け

る
代
世
権
の
外
観
へ
の
信
頼
を
保
議
す
る
こ
と
、
云
わ
ば
名
称
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
を
認
め
た
こ
と
に
あ
り
、
営
業
所
の
外
観
へ
の
そ
れ

ま
で
保
護
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
従
丹
て
営
業
主
た
る
商
人
が
商
法
上
の
支
陪
を
、
支
屈
と
称
す
る
や
否
や
は
問
題
で
な
い
。

以

K
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
、
支
百
が
対
外
的
に
独
立
し
て
ゐ
る
か
ら
、
有
効
に
営
業
主
を
代
理
し
得
る
者
即
ち
、
支
屈
の
営
業
主
任

者
の
ハ
什
在
を
必
要
と
し
、
実
際
上
多
く
こ
の
者
は
支
匝
長
と
称
き
れ
る
。
本
屈
を
通
じ
銀
行
支
倍
長
・
営
業
所
主
任
・
本
居
営
業
主
任
・



銀
行
本
庖
営
業
部
長
等
は
営
業
主
任
者
た
る
こ
と
を
示
す
名
称
と
し
て
現
在
異
論
は
な
い
。
判
例
も
既
述
し
た
や
う
に
之
を
認
め
て
い

る
。
併
し
、
銀
行
支
居
次
長
・
支
匝
長
代
理
等
の
名
称
は
通
常
は
管
業
主
任
者
の
名
称
と
認
め
得
な
い
。
蓋
し
、
次
長
乃
至
代
国
と
い
ふ

語
は
そ
れ
よ
り
も
更
に
上
席
者
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
当
該
営
業
所
に
於
け
る
首
長
の
名
称
と
見
な
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
又
、

商
法
改
正
要
綱
第
十
七
が
「
支
届
長
其
他
営
業
所
ノ
首
長
タ
ル
名
称
ヲ
右
ス
ル
使
用
人
」
と
表
現
し
て
ゐ
た
所
が
本
条
の
や
う
に
「
本
田

又
ハ
支
届
ノ
営
業
ノ
主
任
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
ヘ
キ
名
称
」
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
商
法
上
は
特
に
限
定
的
に
表
現
せ
ず
外
見
上
代
理

こ
の
や
う
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
強
ひ
て

権
あ
り
と
信
じ
ら
れ
る
程
度
の
名
称
で
あ
れ
ば
可
と
し
て
、

「
首
長
L

た
る
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支
応
長
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
へ
る
。
従
っ
て
、
支
防
長
欠
伎
の
場
合
に
置
か
れ
る
支
盾
長
代
理
は
支
陪
営
業
の
主
任
者
た
る
こ

と
を
通
常
と
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
之
は
第
四
十
二
条
の
適
用
あ
り
と
解
す
る
。

外
観
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼

代
理
の
レ
ヒ
ツ

vv
ャ
イ

γ
を
認
め
る
こ
と
は
本
人
に
、

そ
の
意
向
に
関
係
な
く
、
代
理
の
効

(2) 
果
を
は
川
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
本
人
に
犠
牲
を
強
要
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
、
他
方
に
於
て
代
理
行
為
の
相
手
方

に
善
意
が
要
求
ざ
れ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
善
意
と
は
真
実
の
不
知
で
あ
り
、

そ
の
た
め
外
観
を
信
頼
し
た
こ
と
で
あ

る
。
通
説
が
民
法
上
の
表
見
代
理
に
於
け
る
善
意
を
「
信
じ
た
る
」
こ
と
と
解
す
る
の
は
こ
の
意
味
に
於
て
正
当
で
あ
る
。
従
っ
て
、
外

観
を
信
頼
し
な
い
悪
意
者
が
保
護
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

過
失
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ
る
。
民
法
上
の
表
見
代
理
の
何
れ
の
場

合
に
も
善
意
無
過
失
が
要
件
と
一
般
に
解
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

商
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
恐
意
に
つ
い
て
は
過
失
の
要
否
に
関
し
学
説
は

触
れ
て
居
ら
な
い
し

又
判
例
も
見
当
ら
な
い
。

所
で
、
善
意
は
之
を
外
観
に
か
か
わ
ら
し
め
れ
ば
信
頼
と
し
て
把
握
さ
れ
、
冥
実
と
の
関
係
で
は
不
知
と
理
解
さ
れ
る
。
然
ら
ば
過
失
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は
信
頼
と
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
。
抑
々
信
頼
関
係
一
般
は
軽
過
失
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
軽
過
失
に
対
し
て
も
保
護
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を
与
へ
な
い
。
蓋
し
、
信
頼
関
係
に
於
て
は
契
約
の
他
方
当
事
者
の
人
的
な
地
位
を
顧
慮
す
る
相
互
の
誠
実
な
態
度
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
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で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
形
式
的
に
履
行
す
る
に
止
ま
る
実
定
法
上
の
義
務
を
起
へ
て
高
次
元
の
義
務
を
創
設
す
る
。
契
約
当
事
者
は
他
方

論

当
卒
者
の
損
害
を
で
き
る
だ
け
防
止
す
る
や
う
に
努
め
る
べ
き
義
務
が
之
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
厳
密
に
は
ど
ん
な
微
細
な
程
度
の
過
失

が
あ
っ
て
も
損
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
過
失
の
場
合
で
も
そ
の
信
頼
に
保
護
を
認
め
な
い
訳
で
あ
る
。
然
る
時
、
代
理
関
係
に
於

て
相
手
方
に
菩
志
の
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
一
場
合
、
相
手
方
の
負
担
は
極
め
て
過
大
と
な
り
、
本
人
に
比
し
て
均
衡
を
欠
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
得
一
な
い
。
何
故
な
ら
、
本
人
に
対
し
て
唯
誠
実
の
義
務
を
強
制
し
た
所
で
|

|

l
本
人
は
代
理
人
の
選
任
に
も
又
代
理
人
の
行
動
に
も
充

分
注
意
し
た
と
し
て
も
l
l
i
そ
れ
は
第
三
者
の
代
理
人
と
い
う
も
の
に
対
す
る
地
位
、
即
ち
、
本
人
の
信
頼
に
反
し
た
代
理
権
の
行
伎
を

す
る
こ
と
の
あ
り
得
る
代
理
人
と
取
引
す
る
地
位
が
保
護
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
所
で
代
理
人
と
取
引
す
る
第
三
者
が

自
己
の
方
針
と
安
全
の
た
め
に
先
ず
第
一
に
考
へ
る
こ
と
は
代
理
権
と
代
理
行
為
の
合
致
の
有
無
で
あ
る
。
従
っ
て
、
信
頼
を
即
ち
、
無

過
失
を
保
護
の
条
件
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
第
三
者
の
、
本
人
に
比
し
不
均
衡
な
地
位
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
第
三
者
の
審
査
す
べ

き
通
常
の
範
囲
に
於
て
は
過
失
に
よ
る
不
知
を
保
護
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
妥
当
で
あ
ら
う
。
M

民
法
ト
い
の
表
見
代
理
の
要
件
が
善
意
無
過

失
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
こ
で
の
無
過
失
は
初
め
に
述
べ
た
(
云
わ
ば
絶
対
的
な
)
無
過
失
と
異
な
る
訳
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
無
過
失
は
、

代
理
に
於
て
相
千
方
は
事
情
の
許
す
限
り
注
意
義
務
を
尽
し
て
代
理
人
の
伎
用
に
よ
っ
て
本
人
の
蒙
る
危
険
を
避
け
る
や
う
に
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
ら
ば
、
本
条
の
要
件
た
る
善
意
に
求
め
ら
れ
る
の
は
無
過
失
で
あ
ら
う
か
。
結
論
を
云
ふ
な
ら
ば
次
の
理
由

に
よ
っ
て
経
過
失
で
も
保
護
あ
り
と
解
?
る
。
第
一
に
取
引
量
が
増
大
し
そ
の
機
構
が
複
雑
と
な
っ
て
ゐ
ろ
上
に
迅
速
を
要
求
さ
れ
る
商

取
引
に
於
て
、
取
引
の
相
手
方
に
民
法
よ
の
代
理
と
同
様
な
無
過
失
に
よ
る
信
頼
を
要
求
し
て
ま
で
、
相
手
方
の
保
護
を
拒
否
し
て
本
人

の
利
益
を
重
ん
ず
る
理
由
は
な
い
と
考
へ
る
。
既
述
し
た
や
う
に
本
条
が
民
法
の
個
別
的
レ
ヒ
ッ

ν
ャ
イ
シ
に
対
し
、
名
称
の
レ
ヒ
ツ
ジ



ヤ
イ

γ
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
善
意
と
い
ふ
要
件
捜
和
に
そ
の
意
味
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
次
に
商
法
第
三
十
八
条
に
於
て
は
、
代

理
権
の
不
可
制
限
性
を
厳
格
に
解
し
て
営
業
主
が
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
場
合
を
な
る
べ
く
制
限
す
る
こ
と
が
官
業
主
と
相
手
方
双
方
の

又
同
条
第
三
項
の
善
意
は
過
失
の
有
無
を
問
は
な
い
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
之
と
趣

利
益
の
均
衡
上
当
を
得
た
も
の
で
お
り
、

旨
を
同
じ
く
す
る
商
法
第
四
十
二
条
に
つ
い
て
も
過
失
の
右
無
を
聞
は
ず
善
意
は
保
護
さ
れ
る
と
解
す
る
。
而
し
て
、
商
取
引
に
於
て
は

重
過
失
は
悪
意
と
同
視
さ
れ
保
護
さ
れ
得
な
い
か
ら
、
本
条
の
「
忠
意
」
は
重
大
な
過
失
を
も
含
む
と
解
す
る
。
こ
の
場
合
重
過
失
と

は
、
少
し
く
注
意
を
払
へ
ば
容
易
に
調
査
し
て
知
り
得
た
に
拘
ら
ず
、
当
該
行
為
の
代
理
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
悪
意
の
立
証
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
軽
過
失
で
も
保
護
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
と
ぎ
、
無
権
代
理
の
疑
あ
る
す
べ
て
の
場
合
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に
相
手
方
に
審
査
義
務
を
負
は
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
合
理
的
な
疑
惑
、
即
ち
根
拠
あ
る
理
由
を
与
へ
得
る
や
う
な
疑
惑
を
も
っ
た
と
き

に
限
ら
れ
、
漠
然
た
る
又
は
想
像
上
の
疑
惑
は
菜
支
な
い
と
考
へ
る
。

次
に
、

本
条
の
相
手
方
は
第
三
者
の
意
味
に
解
す
る
。

そ
れ
は
第
一
に
本
条
は
支
配
権
の
レ
ヒ
ツ

νャ
イ
シ
に
対
す
る
信
頼
保
護
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的
・
に
尤
も
だ
と
思
ば
れ
る
信
思
す
べ
き
外
観
が
あ
る
時
、

そ
の
外
観
を
基
に
し
て
生
じ
た
信

頼
に
対
し
保
護
の
程
度
を
異
に
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
保
護
を
受
く
べ
き
信
頼
の
客
観
的
価
値
は
取
引
の
直
接
の
相
手
方
た
る
と
否
と
で

区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
保
護
に
つ
い
て
区
別
せ
ん
と
す
れ
ば
そ
れ
は
信
頼
す
べ
き
性
質
の
も
の
に
非
ざ
る
外
観
即
ち

実
に
信
感
性
な
き
外
観
に
信
頼
し
た
場
合
、
換
言
す
れ
ば
信
頼
に
客
観
的
基
礎
づ
け
を
欠
く
場
合
か
、
信
頼
そ
の
も
の
に
暇
庇
あ
る
場
合

そ
の
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
民
法
の
表
見
代
却
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
民
法
上
表
見
代
理
規

定
の
「
第
三
者
」
は
直
接
取
引
し
た
相
手
方
と
解
す
る
の
が
通
説
で
は
あ
る
が
、
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ

γ
法
理
に
立
つ
場
合
妥
当
で
な
い
と
考

へ
る
。
蓋
し
、
右
に
述
べ
た
理
由
の
外
に
、
民
法
の
通
説
に
対
し
異
論
が
な
い
訳
で
な
戸
旬
、
又
代
理
行
為
の
効
果
が
一
般
第
三
者
に
及
ぶ

か
の
何
れ
か
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

- 75ー
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こ
と
で
本
人
の
利
益
が
特
に
害
さ
れ
る
と
は
思
は
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
般
第
三
者
を
相
手
万
と
解
す
る
こ
と
は
本
条
の
趣

- 76ー

国
刊
に
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
代
理
の
効
果
を
帰
属
せ
し
め
る
自
由
の
有
無
の
観
点
か
ら
営
業
主
の
利
益
と
相
手
方
の
保
護
と
を
較

論

註
す
る
時
、
相
手
方
は
営
業
主
の
欲
す
る
に
従
ひ
代
理
の
効
果
を
左
右
さ
れ
る
不
確
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
本
条
の
思

意
の
立
証
責
任
は
後
述
す
る
や
う
に
営
業
主
に
あ
る
が
、
本
条
に
よ
る
場
合
第
三
者
が
代
理
の
効
果
を
官
業
主
に
帰
せ
し
め
ま
い
と
欲
し

て
も
白
I
し
の
悪
意
を
立
託
す
る
こ
と
は
そ
の
性
質
上
不
適
当
で
あ
る
に
反
し
、
営
業
主
は
代
理
行
為
の
有
効
を
主
張
し
得
る
し
、

又
第
三

者
の
忠
志
を
立
証
し
て
そ
の
責
を
免
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
第
三
者
は
代
理
の
効
果
帰
属
に
関
し
官
業
主
に
対
抗
し
て
選

択
の
自
由
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
条
の

「
相
手
方
」
を
代
理
権
の
制
限
を
知
ら
な
い
一
般
第
三
者
の
意
味
に
解
し
て
も
衡

平
を
欠
く
こ
と
は
な
い
ο

第
一
二
に
外
観
に
対
す
る
信
頼
保
護
と
い
ふ
同
-
の
趣
旨
を
も
っ
た
、
支
配
人
に
関
係
の
あ
る
、
商
法
第
三
十
八

条
第
三
項
や
第
二
百
六
十
二
条
ば
何
れ
も
「
第
三
者
」
と
明
示
し
て
ゐ
る
点
に
鑑
み
て
、
本
条
も
第
三
者
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

「
和
千
方
」
と
い
う
表
現
は
、
本
一
条
が
但
書
に
拠
っ
た
と
い
う
形
式
上
の
理
由
に
基
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
へ
る
。

)
 

円

d

外
観
に
対
す
る
営
業
主
の
与
因

支
配
権
の

ν
ヒ
ツ

νャ
イ
シ
は
営
業
主
の
態
度
と
代
理
人
の
行
為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ

の
場
合
営
業
主
の
態
度
は
レ
ヒ
ツ

ν
ャ
イ
シ
の
発
生
又
は
存
続
に
何
等
か
の
形
で
関
与
し
て
ゐ
る
。
之
を
動
的
に
換
言
す
れ
ば
、

こ
の
レ

ヒ
ッ

νャ
イ
シ
は
営
業
主
に
原
因
を
附
与
さ
れ
て
初
め
て
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
既
述
し
た
や
う
に
凡
そ
外
観
の
法
的
信
恐

性
は
ひ
口
業
主
が
営
業
主
と
し
て
の
地
位
と
代
理
人
の
支
配
人
た
る
地
位
を
推
測
さ
れ
る
や
う
な
状
態
を
認
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
や
う
な
状
態
を
認
め
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
の
は
営
業
主
の
態
度
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
か
や
う
な
外
観
に
対
す
る
信
頼
保
護
の
結
果
生
ず
る
利
益
不
利
益
は
之
に
原
因
を
与
へ
た
営
業
主
に
帰
属
せ
し
め
る
の
は
妥

当
で
あ
る
。
先
に
、
本
人
が
帰
吉
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
本
人
が
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ

ν
ャ
イ
ン
の
発
生
存
続
に
少
な
く
と
も
何
等
か
の
形



で
原
因
を
与
へ
て
ゐ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
述
べ
た
が

レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
で
あ
る
限
り
常
に
本
人
に
よ
る
与
因
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
唯
帰
責
の
説
明
の
た
め
本
人
の
与
因
が
別
箇
に
論
ぜ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
際
、
相
手
方
の
信
頼
は
衣
見
支

配
人
の
行
為
に
も
基
か
し
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
代
理
の
本
質
上
内
部
関
係
の
問
題
に
止
ま
る
。
営
業
主
任
者
た
る
こ
と
を
一
不

す
べ
き
「
名
称
ヲ
附
V
タ
」
と
は
、
商
業
使
用
人
の
顕
名
行
為
と
共
に
営
業
主
の
与
因
行
為
を
意
味
し
、
蕊
に
支
配
権
の
レ
ヒ
ツ

ν
ャ
イ

ン
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
解
さ
れ
る
。
与
因
行
為
は
即
ち
授
権
行
為
で
あ
る
が
、
之
は
法
律
行
為
の
み
に
よ
る
の
で
は
な

ぃ
。
支
庖
長
等
の
名
称
附
与
は
権
限
を
明
示
し
た
代
理
権
授
与
契
約
と
雇
傭
契
約
乃
至
委
任
契
約
と
合
体
し
て
行
な
は
れ
る
こ
と
も
あ
ら

そ
の
権
限
を
明
確
に
し
な
い
場
合
も
多
い
と
思
は
れ
る
。
か
か
る
ぬ
合
に
は
、

う
が
、
通
常
は
単
に
そ
の
地
位
に
任
命
す
る
に
止
ま
り
、
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官
業
主
の
態
度
が
支
配
権
の
レ
ヒ
ツ
v
v
ャ
イ
シ
の
手
懸
り
と
な
っ
て
、
官
業
主
は
表
見
支
配
人
の
行
動
を
忍
容
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
推
断
に

結
び
つ
き
、
表
見
代
理
の
効
果
は
営
業
主
の
意
思
に
関
係
な
〈
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
蓋
し
、

こ
の
忍
容
と
い
ふ
こ
と
の
中
に
も
法
作
行

為
に
よ
ら
な
い
云
は
ば
消
極
的
な
支
配
権
の
授
与
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
、

営
業
主
は
こ
の
場
合
暗
黙
的
に
与
凶
し
て
ゐ
る

訳
で
あ
る
0

・
而
し
て
、

忍
容
と
は
取
引
上
要
求
さ
れ
る
注
意
を
用
ひ
れ
ば
客
観
的
に
は
代
理
人
の
行
動
を
知
り
、
且
万
一
の
場
合
は
妨
げ

得
た
こ
と
で
あ
る
。
之
は
現
実
に
妨
げ
る
を
要
し
な
い
が
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
妨
げ
得
た
こ
と
を
要
す
る
。
忍
容
は
帰
責
の
消
板
的
即
由

で
あ
る
。
本
稿
で
原
因
主
義
を
外
観
の
成
立
に
少
な
く
と
も
何
等
か
の
形
で
関
与
し
て
ゐ
る
こ
と
と
定
義
づ
け
た
の
は
之
に
基
く
の
で
あ

る
Q

商
法
第
四
十
二
条
の
効
力
と
適
用
範
囲

本
条
の
法
律
効
果
と
規
定
の
性
質
及
び
挙
証
責
任
の
所
在
等
に
つ
き
説
い
て
居
る
学

- 77ー

説
・
判
例
は
見
当
ら
な
い
。

か
‘
ふ
る
こ
と
は
或
は
自
明
の
理
で
あ
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
。
又
、
本
条
の
適
用
範
開
に
つ
ま
触
れ
て

い
る
学
説
も
極
め
て
僅
か
で
あ
る
。
兎
も
角
一
応
考
察
を
進
め
る
。
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)
 
噌・i(
 
本
条
に
よ
る
商
業
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
裁
判
上
の
行
為
を
除
き
、
支
配
人
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
ゐ

-78ー

る
。
従
っ
て
、
彼
は
支
配
人
と
な
る
の
で
は
な
い
が
、
営
業
主
は
そ
の
者
を
支
配
人
と
信
じ
て
取
引
し
た
第
三
者
に
対
し
、

論

そ
れ
が
悪
意

で
な
い
限
り
、
支
配
人
が
な
し
に
行
為
と
同
じ
ゃ
う
に
そ
の
法
律
行
為
の
効
果
が
自
己
に
つ
い
て
生
ず
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
民
法

の
表
見
代
理
に
於
て
本
人
に
つ
き
生
，
す
る
と
同
等
の
効
果
で
あ
る
ο

メ
、
裁
判
上
の
行
為
は
除
か
れ
る
か
ら
、
表
見
支
配
人
の
行
為
は
私

法
上
の
法
律
行
為
に
限
ら
れ
る
が
、
表
見
支
配
人
と
相
手
方
の
聞
に
於
け
る
公
正
証
書
の
作
成
に
よ
る
執
行
の
受
諾
が
訴
訟
行
為
で
あ
る

か
否
か
問
題
と
な
る
。
判
例
は
.
目
し
て
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
す
る
が
、
公
正
証
書
の
作
成
は
公
証
人
を
仲
介
と
す
る
両
契
約
当
事
者
の

相
対
立
す
る
取
引
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
本
条
の
適
用
あ
り
と
解
す
る
。

商
法
第
四
十
二
条
は
、

そ
の
条
文
に
従
へ
ば
「
看
倣
ス
」
と
あ
る
か
ら
「
看
倣
」
規
定
の
や
う
で
あ
る
。
本
来
営
業
主
任
者
と
い
ふ
名

称
を
附
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
そ
の
者
に
支
配
権
の
な
い
事
実
を
動
か
し
得
る
訳
の
も
の
で
は
な
い
。
併
し
、
有
も
第
三
者
か
ち
見
れ
ば

真
実
支
配
権
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
認
め
ら
れ
る
や
う
な
そ
の
外
観
に
信
頼
し
て
も
何
等
の
法
律
的
効
果
も
附
与
さ
れ
な
い
と
い
ふ
の
で

は
取
引
の
安
全
を
害
す
る
Q

支
配
人
制
度
の
信
用
維
持
の
た
め
に
も
、

か
や
う
な
外
観
に
法
律
上
の
推
定
力
を
認
め
る
こ
と
は
必
要
で
あ

る
。
併
し
又
、

法
律
上
の
推
定
力
を
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
り
反
証
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
危
険
が
依
然
存
在
す
る
の
で
は
、
支
配
人
制
度
へ

の
信
用
も
薄
く
大
量
に
反
覆
さ
れ
る
取
引
の
敏
活
も
期
し
得
な
い
。

か
く
て
、
支
配
人
ら
し
い
信
惑
性
あ
る
外
部
的
事
実
に
対
し
積
極
的

に
公
信
力
を
与
へ
る
べ
き
必
要
必
J

生
ず
る
。
商
法
は
レ
ヒ
ツ

V
ャ
イ
ン
法
理
に
拠
っ
て
こ
の
要
請
に
応
へ
、
第
四
十
二
条
は
営
業
の
主
任

者
た
る
こ
と
を
示
す
ベ
を
名
称
今
一
附
し
た
商
業
使
用
人
は
支
配
人
と
同
一
権
限
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
ゐ
る
。
併
し
そ
れ
は
相
手
方
の
悪

怠
で
な
い
場
合
に
限
定
し
て
ゐ
る
点
に
於
て
公
信
力
は
絶
対
的
の
も
の
で
は
な
い
。
第
三
者
の
保
護
に
徹
す
れ
ば
そ
の
善
意
思
意
を
問
ふ

べ
き
で
は
な
い
が
、
営
業
主
の
利
益
も
亦
無
視
す
る
を
得
な
い
と
共
に
、
信
頼
し
て
こ
そ
即
ち
善
意
こ
そ
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が



故
に
、
相
対
的
に
公
信
力
を
承
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
商
法
改
正
要
綱
で
は
第
三
者
の
悪
意
を
問
は
な
か
っ
た
の
が
、

本
条
に
於
て
但
書
に
悪
意
の
制
限
を
附
さ
れ
た
点
か
ら
も
窺
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
本
条
に
よ
る
保
護
を
受
け
得
る
者
が
善
意
軽
過

生
八
の
者
に
限
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
当
然
に
悪
意
か
否
か
に
つ
き
立
証
に
よ
り
当
事
者
は
争
ふ
こ
と
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
条
，

は
そ
の
条
文
の
表
現
形
式
と
は
異
な
り
推
定
規
定
で
必
め
る
と
結
論
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
条
と
同
一
趣
旨
で
同
時
に
制
定
さ

れ
た
商
法
第
二
百
六
十
二
条
と
の
統
一
的
解
釈
に
も
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
条
の
法
文
の
相
違
は
前
者
は
権
限
に
後
者
は
代
理
行
為
に

着
目
し
て
規
定
し
た
こ
と
に
基
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

実
体
法
は
原
則
的
規
定
に
対
し
例
外
的
な
場
合
又
は
特
別
事
由
あ
る
場
合
除
外
規
定
を
設
け
、
後
者
を
以
て
前
者
を
制
限
し
原
則
則
定
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に
よ
る
法
律
効
果
の
発
生
を
例
外
的
に
阻
止
す
ベ
〈
但
書
の
形
式
を
以
て
又
は
次
項
若
く
は
次
条
に
於
て
規
定
す
る
を
通
例
と
す
る
。
v 
」

の
や
う
な
除
外
例
を
設
け
た
規
定
の
法
意
は
そ
れ
を
抗
弁
事
項
と
し
て
被
告
に
主
張
さ
せ
ゃ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
項
に
関

し
被
告
側
に
主
張
立
証
責
任
を
負
担
さ
せ
る
趣
旨
だ
あ
る
と
解
さ
れ
て
ゐ
…
針
。
所
で
、
本
条
に
於
て
善
意
悪
怠
と
い
ふ
一
般
要
件
を
次
項

に
於
て
而
し
て
第
一
項
に
於
て
は
権
利
発
生
に
必
要
な
特
殊
要
件
の
み
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
之
は
訴
を
受
け
た
営
業
主
に
於
て
相
手
方
の

請
求
を
排
斥
す
る
判
決
を
受
け
る
に
必
要
な
事
項
と
し
て
(
そ
れ
が
実
際
に
生
じ
た
場
合
に
〉
営
業
主
か
ら
一
般
要
件
の
欠
依
を
主
張
さ

せ
る
心
算
で
こ
の
や
う
に
規
定
し
た
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

尚
、
意
思
と
表
示
と
の
不
一
致
、
行
潟
能
力
の
欠
故
、
契
約
内
容
の
不
能
・
違
法
・
不
確
定
等
の
一
般
要
件
は
民
法
総
則
に
譲
っ
て
ゐ

る
の
で
本
条
で
は
悪
意
の
み
が
規
定
の
対
象
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
悪
意
(
重
過
失
を
含
む
)
の
立
証
責
任
は

- 79ー

営
業
主
に
あ
る
と
解
す
る
。
而
し
て
レ
ヒ
ツ

ν
ャ
イ
ン
法
理
の
立
場
で
は
、
本
人
側
の
意
思
の
欠
歓
や
殻
抗
に
基
き
支
配
権
の
外
観
が
生

じ
た
場
合
で
も
、
本
条
の
効
果
に
影
響
な
い
こ
と
は
、
既
に
表
見
代
理
一
般
に
つ
き
述
べ
た
所
よ
り
明
か
で
あ
る
。
即
ち
、
民
権
は
他
人
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を
支
配
人
と
し
て
示
す
外
部
的
事
実
の
作
出
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

論

本
条
は
通
説
に
よ
れ
ば
民
法
主
の
表
見
代
理
の
規
定
第
百
十
条
が
具
体
化
乃
至
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
ゐ
る

が
、
同
条
が
民
法
第
百
九
条
・
第
.
白
十
-
一
条
の
表
見
代
理
の
成
立
す
る
場
合
に
も
適
用
あ
る
か
に
つ
い
て
は
積
極
説
は
少
な
く
、
札
ど
の

(2) 

- 80ー

説
も
そ
の
理
由
と
す
る
所
は
不
明
で
あ
る
。
又
、
消
極
説
の
理
由
を
推
測
す
る
に
、
代
理
行
為
と
代
理
権
授
与
と
の
聞
に
時
間
的
隔
り
の

存
在
す
る
事
が
適
用
を
鴎
陪
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
併
し
乍
ら
、
代
理
の
レ
ヒ
ツ

vv
ャ
イ
シ
は
代
理
人
の
行
為
と
本
人
の
態
度

と
の
結
合
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
点
が
重
妥
な
の
で
あ
っ
て
、

本
人
の
態
度
と
代
理
人
の
行
為
と
が
同
時
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も

要
し
な
い
の
で
あ
る
9

そ
れ
よ
り
も
民
法
の
表
見
代
理
の
効
果
の
基
礎
は
既
に
述
べ
た
や
う
に
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ
リ
v
ャ
イ
ン
の
成
立
に
求

め
得
る
も
の
で
あ
り
、

こ
・
れ
は
表
見
代
理
の
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
異
ら
な
い
。
同
共
る
所
は
代
理
権
の
レ
ヒ
ツ

νャ
イ
シ
成
立
に
当
っ
て

は
抽
象
的
に
三
つ
の
場
合
が
あ
り
得
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
商
法
第
四
十
三
条
は
こ
の
抽
象
的
な

ν
ヒ
ツ

νャ
イ
シ
を
名
称
を
通

じ
定
型
佑
・
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
定
型
的
な
云
は
ば
名
称
の

ν
ヒ
ツ

νャ
イ
ン
が
成
立
し
得
る
可
能
性
は
布
の
何
れ
の
場

合
に
も
存
す
る
。
唯
権
限
蹴
越
の
場
合
が
本
条
適
用
の
典
型
的
事
例
で
あ
り
、

場
合
に
本
条
の
適
用
を
見
る
こ
と
が
絶
無
と
い
ふ
訳
で
は
な
い
。
却
て
、
商
取
引
に
於
て
は
広
告
等
に
よ
る
代
理
権
授
与
の
表
示
を
な
さ

こ
の
場
合
に
つ
き
判
例
も
多
い
と
い
ふ
に
過
ぎ
子
、
仙
の

れ
る
機
会
が
増
大
し
或
は
商
業
代
理
権
が
反
覆
継
続
的
に
行
使
さ
れ
る
場
合
に
代
理
権
の
存
在
乃
至
存
続
の
外
観
を
作
る
可
能
性
が
益
々

拡
大
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
等
か
ら
、
商
法
第
四
十
二
条
に
よ
る
保
護
を
必
要
す
る
機
会
は
今
後
多
く
な
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
而
し

て
、
本
条
の
要
件
た
る
支
配
権
の
レ
ヒ
ツ

νャ
イ

γ
の
存
在
に
欠
け
る
と
き
〔
そ
れ
は
蛍
業
所
か
官
業
主
任
者
の
何
れ
か
の
点
に
於
て
で

あ
ら
う
が
)
民
法
の
表
見
代
理
諸
規
定
の
適
用
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
お
v
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川
山

E
w
g
gロ
宮
司
、
担
-
m
W
・
O
-
m
-
s
u
p
E
Y
E
-
-
B・。
-
w

間

E
P出
5
・
4
・

伺
巴
包
括
吉
田
、
回

-
p
p・
m-
民
間
・
向
、
彼
は
正
当
な
代
理
の
場
合
に
も
代
理
意
思
不
要
と
し
て
ゐ
る
(
回

-
F
0・
m-H師向・)。

同
①
最
高
判
・
昭
二
九
・
四
・
二
ハ
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
第
八
巻
第
四
号
〔
以
下
八
民
集
四
と
略
記
〕
〉
、
②
東
京
高
判
・
昭
二
七
・
六
・
三
一
ハ
銀

行
法
務
一
号
)
、
@
同
・
昭
二
九
・
九
・
三

O
ハ
判
例
時
報
〔
以
下
判
時
と
略
記
〕
四
一
二
号
)
、
④
名
古
屋
高
判
・
昭
ご
九
・
一
-
一
一
ハ
五
下
裁
民
集
一
〉
、

⑤
東
京
高
判
・
昭
三

0
・一

0
・
一
一
ハ
八
高
裁
刑
集
七
)
、
@
東
京
地
判
・
昭
二
四
・
九
・
一
ハ
六
法
曹
時
報
八
%

同
⑦
最
高
判
・
昭
ご
九
・
六
・
ご
ご
(
八
民
集
六
)
、
③
東
京
高
判
・
昭
ご
九
・
一
・
二
八
(
七
高
裁
刑
集
一
)
、
⑨
横
浜
地
小
田
原
支
判

-mご
六
・

一
ご
・
一
四
(
ご
下
裁
民
集
二
一
)
。
向
、
⑬
最
高
判
・
昭
二
八
・
二
了
ご
二
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
号
)
は
支
広
次
長
は
「
営
業
の
主
任
者
に
当
る
と

い
ふ
上
告
諭
旨
を
民
事
上
告
審
判
特
例
法
に
当
ら
な
い
と
棄
却
し
た
事
例
で
あ
る
。

回
⑪
最
高
判
・
昭
三
一

0
・
七
・
一
五
ハ
九
民
集
九
〉
、
⑫
東
京
地
判
・
昭
二
六
・
=
了
二
八
ハ
ニ
下
裁
民
集
三
)
、
@
東
京
高
判
・
昭
ご
七
・
六
・
一
九

(
三
下
裁
民
集
六
)
、
@
札
幌
地
判
・
昭
二
七
・
二
了
一

O
(
三
一
下
裁
民
集
二
一
〉
、
@
東
京
地
判
'
昭
三

0
・
八
・
二
ハ
判
時
六
三
一
号
)

O

制
銀
行
支
応
出
張
所
の
営
業
所
性
に
つ
い
て
は
判
例
は
な
い
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
前
註
日
@
・
@
・
⑫
の
判
例
参
照
。

M
W

松
本
・
商
法
総
論
(
昭
一
ニ
)
一
九
一
ニ
頁
、
竹
田
・
商
法
総
論
(
昭
一

O
)
一
O
三
頁
、
田
中
(
耕
)
・
商
法
総
則
概
論
(
昭
一
七
)
=
二
八
頁
、
鈴
木
・

商
法
総
則
講
義
案
一
二
三
頁
以
下
、
石
井
・
商
法
上
巻
〔
昭
一
一
八
)
七

O
頁
、
小
町
谷
・
商
法
講
義
巻
一
(
昭
一
九
〉
七
一
一
良
、
田
中
(
誠
〉
・
新
版
商
法

(
昭
二
六
)
四
九
頁
、
大
隅
・
商
法
上
(
昭
二
九
〉
四
五
頁
、
西
原
・
日
本
商
法
論
第
一
巻
ハ
昭
一
九
)
去
一
=
一
一
良
以
下
、
米
谷
・
商
法
概
論
一
(
昭
一

九
)
コ
一

O
九
頁
。

回
開
乙
れ
に
つ
い
て
は
判
例
の
態
度
は
一
貫
し
て
ゐ
る
。
本
条
制
定
前
で
は
、
大
判
・
昭
一

0
・
ご
・
二
了
民
集
六
五
頁
、
大
阪
控
判
・
昭
一
一
二
・
七
・

一
一
九
・
新
聞
四
一
一
二

O
号
一
八
頁
、
東
京
地
判
・
大
二
一
・
五
・
ご
九
・
評
論
二
一
商
ご
五
九
。
但
し
、
東
京
控
判
・
昭
一
=
了
四
・
一
四
・
新
聞
四
一
一

九
三
号
九
頁
は
、
営
業
所
性
を
否
定
す
る
一
方
支
社
長
の
手
形
振
出
権
限
あ
り
と
信
す
べ
き
正
当
理
由
あ
り
と
し
て
ゐ
る
点
注
目
さ
れ
る
。
制
定
後
で

は
、
東
京
高
判
・
昭
ご
八
・
三
・
一
二

O
(
四
下
裁
民
集
=
一
〉
、
東
京
地
判
・
昭
二
八
・
八
・
二
七
(
四
下
裁
民
集
八
)
、
大
阪
地
判
・
昭
一
二

0
・
五
・
二
一

〔
判
時
五
八
号
〉
。
向
、
民
事
訴
訟
法
第
四
条
の
営
業
所
(
改
正
前
民
事
訴
訟
法
第
十
六
条
に
所
謂
直
接
に
取
引
ゃ
な
す
后
舗
)
に
該
当
す
る
か
否
か
で
は
判

例
は
岐
れ
て
ゐ
る
。
否
定
す
る
は
仙
台
区
判
・
大
台
了
六
・
九
・
最
近
判
一
四
巻
二
一
六
、
札
幌
地
判
・
昭
八
・
三
・
=
て
新
聞
一
二
五
五
ご
号
一
七
頁
。

肯
定
す
る
は
大
阪
控
判
・
大
八
・
一
一
・
一
九
・
新
聞
二
八
三
三
号
一
四
頁
。

間
出
張
所
長
の
代
理
権
限
を
認
め
た
判
例
ハ
前
章
註
附
ゆ
)
は
取
引
慣
習
を
理
由
と
し
て
ゐ
る
が
、
営
業
所
性
を
認
め
、
そ
の
上
で
代
理
権
限
に
及
ん
で
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説

ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
支
配
人
登
記
の
規
定
を
無
視
し
て
い
る
点
は
賛
成
し
得
な
い
が
、
商
法
第
四
十
ご
条
の
下
で
は
当
然
適
用
し
得
た
事
例
で
あ
ら
う
Q

同
要
綱
の
表
現
が
か
ゃ
う

K
変
っ
た
理
由
を
見
出
し
得
る
資
料
は
見
当
ら
な
い
Q

同
前
註
叫
の
判
例
③
。
本
条
制
定
前
の
判
例
(
前
章
註
仰
の
判
例
⑨
・
⑨
)
は
銀
行
支
后
長
の
権
限
の
類
推
に
基
き
(
支
庖
長
現
在
の
有
無
で
は
な
く
)

支
広
長
代
理
の
権
限
を
認
め
て
ゐ
る
。
叉
前
註
川
仰
の
⑦
及
び
⑨
は
支
広
長
現
任
し
、
第
四
十
一
一
条
適
用
な
き
例
。
向
、
東
京
高
裁
の
判
決
で
あ
る
⑨
は
其

ω後
上
告
審
で
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
て
ゐ
る
(
銀
行
法
務
一
九
号
二
九
頁
参
照
)

Q

而
し
て
叉
乙
の
事
案
は
⑦
に
於
け
る
当
事
者
と
同
一
の
銀
行
を
当
事

者
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

銀
行
の
支
庖
次
長
乃
至
支
広
長
代
理
と
一
般
の
会
社
に
於
け
る
そ
れ
ら
と
の
差
異
、
銀
行
で
は
之
等
取
員
を
役
席
乃
至
幹
部
と
称
し
銀
行
を
代
表
す
る

権
限
あ
り
と
す
る
慣
習
が
あ
る
ら
し
い
事
等
か
ら
、
そ
れ
ら
に
つ
き
商
法
第
四
十
ご
条
の
適
用
を
担
否
す
る
こ
と
は
問
題
の
余
地
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

岡

田

ロ

E
O
R
P
P
0・
m-HN
山
〈
也
・

ω
s
z
-
E冊
目

Mg氏。
4
0問
。

o
z
F白山田富山川園田

8
2ロ岡田
p
m
-
M
4・

岡

田

ロ

E
o
p
目・白・

0
・
m-
∞
回
目

制
米
谷
・
前
掲
ご
四
一
一
良
、
実
方
・
支
配
人
の
権
限
ハ
二
二
民
商
一
)
七

O
頁
。
向
、
之
に
つ
い
て
判
例
は
な
い
。

同
前
章
註
帥
⑧
の
判
例
は
、
銀
行
支
后
代
理
派
出
所
主
任
某
と
し
て
甲
に
対
し
裏
書
譲
渡
し
た
手
形
を
受
取
る
に
当
つ
て
は
、
容
易
に
該
行
為
の
権
限
の

有
無

κ
っ
き
調
査
を
な
し
得
べ
-
さ
に
拘
ら
ず
之
を
な
さ
ず
し
て
取
得
し
た
の
は
甲
の
重
大
な
過
失
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
交
通
公
社
派
出
案
内
所
長
の
権

限
(
前
註
肌
⑪
)
に
つ
い
て
も
『
諸
支
払
の
必
要
上
本
社
よ
り
送
金
ゐ
る
ま
で
の
期
間
を
限
り
借
金
す
る
に
す
容
な
い
と
言
明
し
た
時
、
注
意
す
れ
ば
派

出
所
長
が
公
社
を
代
理
す
る
権
限
ぞ
特
別
に
委
任
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
乙
と
を
容
易
に
知
り
得
た
で
あ
ら
う
。
支
応
主
任
の
権
限
は
各
場
合
の
事
実
問
題

で
あ
っ
て
、
法
律
上
も
実
験
法
則
上
も
-
定
せ
る
代
理
権
な
し
と
さ
れ
る
や
う
な
場
合
(
前
章
註
叫
③
)
で
は
、
相
手
方
に
重
過
失
あ
り
と
認
め
得
る
や

う
な
事
情
は
生
じ
得
な
い
で
あ
ら
う
(
こ
の
判
例
の
場
合
は
、
念
書
の
意
義
も
問
題
で
あ
る
が
、
銀
行
側
に
代
理
権
消
滅
後
の
処
置
に
過
失
あ
り
と
云
へ

や

'
7
)
。
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側
鳩
山
・
日
本
民
法
総
論
(
昭
立
)
四
五
回
頁
・
四
五
八
頁
、
中
島
・
民
法
釈
義
総
則
篤
六
四
五
頁
、
我
妻
・
民
法
総
別
(
民
法
講
議
E
υ
[
一
八
六
}
一
-

[
一
八
七
]
一
・
[
一
八
八
]
一
等
直
接
相
手
方
説
の
立
場
が
多
い
。
判
例
も
こ
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
。
大
判
・
明
一
ニ
八
・
ご
・
一
二
・
民
録
一
九
六
頁
、

照
〉
。
叉
、
旧
民
法
財
産
取
得
篤
と
現
民
法
表
見
代
理
規
定
と
の
関
係
を
理
由
に
之
を
主
張
す
る
説
も
あ
る
〔
判
民
昭
ご
年
度
一
一
一
事
件
田
中
和
夫
〕
O

回
第
三
者
説
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
穂
積
・
民
法
総
論
下
二
一
九
頁
、
大
西
・
代
理
の
研
究
(
昭
一
ニ
)
一
二
丘
四
頁
。
判
例
と
し
て
は
大
判
・
大
二
一
・
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六
-
一
一
一
0
・
民
集
四
三
ご
頁
〔
判
民
大
二
一
年
度
八
一
事
件
田
中
ハ
耕
)
〕
。
乙
の
問
題
は
表
見
代
理
の
外
無
権
代
理
の
追
認
及
び
取
消
の
相
手
方
一
般
の
問

題
と
し
て
綜
合
的
考
察
を
要
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
手
形
行
為
の
特
異
性
の
見
地
か
ら
相
手
方
を
狭
く
限
定
す
べ
き
で
な
い
と
商
法
学
者
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
。
本
文
に
述
べ
た
理
由
に
拠
る
時
は
手
形
行
為
の
特
異
性
は
法
的
信
溶
性
の
最
高
度
な
る
場
合
と
認
め
得
る
。
判
例
は
取
消
に
つ
い

て
は
直
説
相
手
万
説
を
と
っ
て
ゐ
る
が
(
大
判
・
大
一
一
・
九
・
二
九
・
民
集
八
六
回
頁
〔
判
民
大
一
一
年
度
八
四
事
件
田
中
(
耕
)
〕
、
同
・
昭
六
・
六
・

ご
ご
・
民
集
四
四

O
頁
〔
判
民
昭
六
年
度
四
六
事
件
福
井
〕
)
、
追
認
に
関
し
て
は
商
法
学
者
の
主
張
に
影
響
さ
れ
た
態
度
を
示
し
て
い
る
(
大
判
・
昭
七
・

七
九
・
-
民
集
一
六

O
頁
〔
判
民
昭
七
年
度
一
二
六
事
件
田
中
(
耕
)
〕
、
同
・
昭
八
・
九
・
こ
八
・
民
集
二
三
一
六
ご
頁
〔
判
民
昭
八
年
度
二
ハ
一
事
件
鈴
木
〕
〉

乙
と
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

同
開
黙
示
的
な
行
為
に
よ
る
場
合
を
指
し
て
不
作
為
乃
至
放
任
若
く
は
放
置
と
一
般
K
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
レ
ヒ
ツ
シ
ヤ
イ
ン
は
単
に
行
為
の
み
な
ら

ず
法
律
状
態
を
も
意
味
す
る
の
で
、
乙
の
場
合
忍
容
と
称
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

側
石
井
・
商
法
(
法
律
学
講
座
商
法
総
別
〉
(
昭
一
一
七
)
六

O
頁
参
照
。

岡
大
判
・
大
一
0
・
一
ニ
・
=
一
0
・
民
録
六
六
七
頁
、
大
判
・
昭
一
一
・
一
0
・
=
了
民
集
ご
0
=
一
五
頁
〔
判
民
脳
一
一
年
度
二
二
八
事
件
川
島
、
五
民
商

五
本
多
〕
、
同
・
昭
一
九
・
九
・
ご
九
・
民
集
五
六
=
一
頁
〔
一
二
民
商
五

l
七
本
多
〕
。
拍
木
・
判
例
民
法
総
論
下
巻
ハ
昭
ご
九
)
ご
四
九
頁
。

倒
加
藤
・
民
事
訴
訟
法
要
論
ハ
昭
之
三
)
四
二
四
頁
付
。

凶
第
百
九
条
の
場
合
適
用
あ
り
と
す
る
説
は
、
石
井
・
前
掲
講
座
六
一
頁
、
喜
多
・
商
業
登
記
の
レ
ヒ
ツ
シ
+
イ
ン
ハ
五
商
学
討
究
了
三
五

O
頁
詑
間
〉
。

第
百
十
二
条
に
つ
き
肯
定
さ
れ
る
は
石
井
・
前
掲
商
法
七
三
一
一
員
あ
る
だ
け
の
ゃ
う
で
あ
る
。

間
前
章
註
帥
③
(
小
樽
出
張
所
長
の
判
例
〉
な
ど
は
正
に
第
百
九
条
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。

凶
銀
行
出
張
所
主
任
・
交
通
公
社
派
出
所
長
・
保
険
会
社
支
部
長
等
の
場
合
は
民
法
第
百
十
条
に
よ
り
保
護
を
受
く
る
乙
と
が
多
い
で
あ
ら
う
Q

保
険
相

五
会
社
支
社
長
の
手
形
振
出
権
限
を
正
当
事
由
あ
り
と
し
て
認
め
た
判
例
も
あ
る
(
前
註
刷
参
照
)
。

附

記

1
l
l
紙
数
の
都
合
で
一
部
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
意
味
の
わ
か
り
難
い
箇
所
を
生
じ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
と
虞
れ
て
ゐ
る
。
他
日
の
補

完
を
期
し
て
ゐ
る
。
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